
 

 

 

 

 

広帯域インターネット接続サービス契約約款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            平成２２年３月１日 

 

 

 

 

 

ＫＶＨ株式会社  

 

                    

 

 



 １

               目   次 

 

第１章 総 則                             ４ 

   第１条 約款の適用                        ４ 

第２条 約款の変更                        ４ 

第３条 用語の定義                        ４ 

 

第２章 広帯域インターネット接続サービス等の提供区域等         ６ 

第４条 広帯域インターネット接続サービス等の提供区域等      ６ 

 

第３章 契 約 等                           ６ 

第５条 広帯域インターネット接続サービス等の区分等        ６ 

第６条 契約の単位                        ６ 

第７条 契約者回線等の終端                    ６ 

第８条 契約申込の方法                      ７ 

第９条 契約申込の承諾                      ７ 

第１０条 最低利用期間                      ７ 

第１１条 契約期間                        ８ 

第１２条 区分等の変更                      ８ 

第１３条 契約者回線等の移転                   ８ 

第１４条 特定他社接続回線に係る変更等の通知           ８ 

第１５条 利用の一時中断                     ９ 

第１６条 利用権の譲渡                      ９ 

第１７条 契約者が行う契約の解除                 ９ 

第１８条 当社が行う契約の解除                  ９ 

第１９条 その他の提供条件                    １０ 

 

第４章 付加機能                            １０ 

第２０条 付加機能の提供                     １０ 

第２１条 付加機能の利用の一時中断                １０ 

 

第５章 回線相互接続                          １０ 

第２２条 当社又は他社の電気通信回線の接続            １０ 

第２３条 特定他社接続回線の相互接続               １０ 

第２４条 相互接続点の所在場所の掲示等              １１ 

 



 ２

第６章 利用中止等                           １１ 

第２５条 利用中止                        １１ 

第２６条 利用停止                        １１ 

 

第７章 通信利用の制限等                        １２ 

  第２７条 通信利用の制限等                    １２ 

  第２８条 特定他社接続回線による制約               １２ 

  第２９条 平均利用速度の計測                   １３ 

 

第８章 料 金 等                           １３ 

第１節 料金及び工事に関する費用                   １３ 

第３０条 料金及び工事に関する費用                １３ 

第２節 料金等の支払義務                       １３ 

第３１条 固定型に係る料金の支払義務               １３ 

第３２条 従量型に係る料金の支払義務               １４ 

第３３条 工事費の支払義務                    １５ 

第３４条 線路等設備費の支払義務                 １５ 

第３節 料金の計算方法等                       １６ 

第３５条 料金の計算方法等                    １６ 

第４節 割増金及び延滞利息                      １６ 

第３６条 割増金                         １６ 

第３７条 延滞利息                        １６ 

 

第９章 保 守                             １６ 

第３８条 契約者の維持責任                    １６ 

第３９条 契約者の切分責任                    １７ 

第４０条 修理又は復旧の順位                   １７ 

 

第１０章 損害賠償                           １８ 

第４１条 責任の制限                       １８ 

第４２条 免責                          １８ 

 

第１１章 雑 則                            １９ 

第４３条 承諾の限界                       １９ 

第４４条 利用に係る契約者の義務                 １９ 

第４５条 契約者以外の者の利用に係る契約者の義務         １９ 



 ３

第４６条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等       ２０ 

第４７条 契約者の氏名等の通知                  ２０ 

第４８条 特定事業者からの通知                  ２０ 

第４９条 特定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行  ２０ 

第５０条 特定他社接続回線に関する手続きの代行          ２１ 

第５１条 法令に規定する事項                   ２１ 

第５２条 技術的事項及び技術資料の閲覧              ２１ 

第５３条 閲覧                          ２１ 

第５４条 預託金等                                   ２１ 

第５５条 特約                          ２１ 

      第５６条 外国における取扱制限                  ２１ 

      第５７条 外国インターネット接続サービスに係る休止        ２１ 

第１２章 附帯サービス                         ２２ 

第５８条 附帯サービス                      ２２ 

 

別記                                  ２３ 

   

料金表                                 ２８ 

 通 則                                ２８ 

 第 1 表 料金（附帯サービスの料金を除きます。）             ３０ 

   １ 適用                             ３０ 

   ２ 料金額                            ５２ 

 第２表 工事に関する費用                       ６７ 

  第１ 工事費                            ６７ 

  第２ 線路等設備費                         ７２ 

第３表 附帯サービスに関する料金                   ７３ 

 

附則                                  ７３ 

                                        

 

 

 
 
 
 
 



 ４

第1章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、国際電気通信連合憲章（平成７年条約第２号）、国際電気通信連合条約（平成７年条約

第３号）及び条約附属国際電気通信規則（平成２年６月郵政省告示第４０８号）に基づき、この広帯

域インターネット接続サービス契約約款（料金表を含みます。以下「約款」といいます。）を定め、こ

れにより広帯域インターネット接続サービスを提供します。 

 （注）本条のほか、当社は、広帯域インターネット接続サービスに附帯するサービス（当社が別に定めるものを

除きます。以下「附帯サービス」といいます。）をこの約款により提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更

後の約款によります。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用  語 用 語 の 意 味 

1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

2 電気通信サービス 

 

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気

通信設備を他人の通信の用に供すること 

3 広帯域インターネッ

ト接続網 

主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ

トプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設

備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ

れと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をい

います。以下、同じとします。） 

4 広帯域インターネッ

ト接続サービス 

広帯域インターネット接続網を使用して行う電気通信サービス 

5 広帯域インターネッ

ト接続サービス営業

所 

広帯域インターネット接続サービスの契約事務等を行う当社の事

業所 

6 広帯域インターネッ

ト取扱局 

電気通信設備を設置し、それにより広帯域インターネット接続サ

ービスを提供する当社の事業所 

7 広帯域インターネッ

ト接続契約 

当社から広帯域インターネット接続サービス、２１欄で規定する

他社回線接続・インターネット接続サービス又は２４欄で規定す

る外国インターネット接続サービスの提供を受けるための契約 

8 契約者 当社と広帯域インターネット接続契約を締結している者 
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9 契約者回線 広帯域インターネット接続契約に基づいて、広帯域インターネッ

ト取扱局と契約の申込者が指定する場所（１１欄で規定する相互

接続点を除きます。）との間に設置される電気通信回線 

10 取扱局交換設備 契約者等回線を収容するために広帯域インターネット取扱局に設

置される交換設備（その交換設備に接続される設備等を含みま

す。） 

11 相互接続点 当社と当社が別に定める電気通信事業者（電気通信事業法（昭和

５９年法律第８６号。以下「事業法」といいます。）第９条の規定

により登録を受けた者又は事業法第１６条第１項の規定により届

出をした者をいいます。以下同じとします。）との間の相互接続協

定（当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接

続に関し締結した協定（事業法第３３条第１０項に基づくものを

含みます。）をいいます。以下同じとします。）に基づく接続に係

る電気通信設備の接続点 

12 特定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者であって、別

記１に定める特定の電気通信事業者 

13 外国事業者 当社が別に定める外国において電気通信事業を行う事業者であっ

て、その事業者が定める契約約款等に基づき、当社が電気通信サ

ービスの提供を受けている者 

14 当社等 当社、特定事業者又は外国事業者 

15 接続契約者回線 広帯域インターネット取扱局と相互接続点（当社と特定事業者と

の間の相互接続点に限ります。）との間に設置される契約者回線 

16 契約者等回線 契約者回線又は接続契約者回線 

17 特定他社接続回線 相互接続点において接続契約者回線と接続する電気通信回線であ

って、特定事業者が設置するもの 

18 接続契約者回線等 接続契約者回線及びその接続契約者回線と相互に接続する特定他

社接続回線 

19 外国契約者回線 外国事業者が設置する当社が別に定める電気通信回線 

20 契約者回線等 契約者回線、接続契約者回線等又は外国契約者回線 

21 他社回線接続・イン

ターネット接続サー

ビス 

接続契約者回線等により当社が提供する広帯域インターネット接

続サービス 

22 国内インターネット

接続サービス 

広帯域インターネット接続サービス又は他社回線接続・インター

ネット接続サービス 

23 外国インターネット

接続網 

外国事業者が設置する当社が別に定める広帯域インターネット接

続網 
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24 外国インターネット

接続サービス 

外国契約者回線及び外国インターネット接続網により当社が提供

する広帯域インターネット接続サービス 

25 広帯域インターネッ

ト接続サービス等 

広帯域インターネット接続サービス、他社回線接続・インターネ

ット接続サービス又は外国インターネット接続サービス 

26 端末設備 契約者回線等の一端に接続される電気通信設備であって、１の部

分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準

ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であるもの 

27 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 

28 自営電気通信設備 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設

備であって、端末設備以外のもの 

29 技術基準 端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号） 

30 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置 

31 消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規定

に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費

税の額 

 

第２章 広帯域インターネット接続サービス等の提供区域等 

 

（広帯域インターネット接続サービス等の提供区域等） 

第４条 当社の広帯域インターネット接続サービス等は、当社が別記２に定めた区域等において提供し

ます。 

 

第３章 契約等 

 

（広帯域インターネット接続サービス等の区分等） 

第５条 広帯域インターネット接続サービス等には、料金表第１表（料金）に規定する区分及び品目が

あります。 

 

（契約の単位） 

第６条 当社は、契約者回線等１回線ごとに１の契約を締結します。この場合、契約者は１の契約につ

き、１人に限ります。 

 

（契約者回線等の終端） 

第７条 当社等は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社等の線路から原則として

最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置等を設置し、これを契約者回線等の終端と
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します。 

２ 当社等は、前項の契約者回線等の終端に係る地点を定めるときは、契約者と協議します。 

 

（契約申込の方法） 

第８条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を広帯域

インターネット接続サービス営業所に提出していただきます。 

(1) 国内インターネット接続サービスの区分及び品目 

(2) 契約者回線の終端の設置場所 

(3) その他、契約申込の内容を特定するために必要な事項 

２ 接続契約者回線等に係る契約申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項につい

て記載した当社所定の契約申込書を広帯域インターネット接続サービス営業所に提出していただきま

す。 

(1) その接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線に係るサービスの種類及び品目 

(2) その接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線に係る区間 

(3) その接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線に係る特定事業者の名称 

(4) その他、接続契約者回線等に係る契約申込の内容を特定するための事項 

３ 外国インターネット接続サービスに係る契約申込をするときは、次に掲げる事項について記載した

当社所定の契約申込書を広帯域インターネット接続サービス営業所に提出していただきます。 

(1) 外国インターネット接続サービスの品目 

(2) 外国契約者回線の終端の設置場所 

(3) その他、契約申込の内容を特定するために必要な事項 

 

（契約申込の承諾） 

第９条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約の申込みを承諾しないことがあります。 

(1) 契約者回線等を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。 

(2) 契約の申込みをした者が広帯域インターネット接続サービス等の料金又は工事に関する費用の支

払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(3) 接続契約者回線等に係る契約申込にあっては、その接続契約者回線と特定他社接続回線との接続に

関し、その特定他社接続回線に係る特定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基

づく条件に適合しないとき。 

(4) その他、当社等の業務の遂行上支障があるとき。 

 

（最低利用期間） 

第 10 条 広帯域インターネット接続サービス等には、料金表第１表（料金）に定めるところにより最低

利用期間があります。 
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２ 前項の最低利用期間は、広帯域インターネット接続サービス等の提供を開始した日から起算して 1

年間とします。 

３ 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除等（接続契約者回線等に係る契約の解除等を含みま

す。）、区分又は品目の変更又は移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第１表に規定

する額を一括して支払っていただきます。 

 

（契約期間） 

第 11 条 広帯域インターネット接続サービス等には、料金表第１表（料金）に定めるところにより契約

期間があります。 

２ 前項の契約期間は、第１０条（最低利用期間）に規定する最低利用期間満了後も３０日単位で自動

更新するものとします。 

３ 前項の規定に基づき契約期間が延長されたときに、第１７条（契約者が行う契約の解除）に基づき、

契約者が３０日以上の予告期間をもって契約を解除する旨書面により当社に通知をした場合、予告期

間の満了日をもって契約期間は終了するものとします。 

４ 第２項の契約期間内に契約の解除等があった場合は、料金表第１表の規定を適用します。 

 

（区分等の変更） 

第 12 条 契約者は、その広帯域インターネット接続サービス等に係る区分又は品目の変更を請求するこ

とができます。 

  ただし、区分又は品目の変更の扱いについて、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合は、

その定めるところによります。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第９条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（契約者回線等の移転） 

第 13 条 契約者は、契約者回線等の移転を請求することができます。 

  ただし、相互接続点とその他の地点との間の移転又は当社が別に定める移転については、この限りで

はありません。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第９条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（特定他社接続回線に係る変更等の通知） 

第 14 条 契約者は、その接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線を変更する場合には、その

変更の内容を速やかに、広帯域インターネット接続サービス営業所に通知していただきます。 

２ 契約者は、その接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線に関し、次の場合には、そのこ

とを速やかに広帯域インターネット接続サービス営業所に通知していただきます。 

(1) 特定他社接続回線に係る特定事業者との契約の解除 

(2) 特定他社接続回線に係る利用休止 
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３ 当社は、前項の通知があったときは、第 17 条（契約者が行う契約の解除）の解除の通知があったも

のとして取り扱います。 

 

（利用の一時中断） 

第 15 条 当社は、契約者から請求があったときは、広帯域インターネット接続サービス等の利用の一時

中断（当該広帯域インターネット接続契約に基づいて利用する広帯域インターネット接続サービス等

に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとし

ます。）を行います。 

 

（利用権の譲渡） 

第 16 条 広帯域インターネット接続サービス利用権（契約者が広帯域インターネット接続契約に基づい

て、広帯域インターネット接続サービス等の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）の譲

渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。 

２ 広帯域インターネット接続サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署し

た書面により広帯域インターネット接続サービス営業所に請求していただきます。 

  ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることがで

きます。 

３ 当社は、前項の規定により広帯域インターネット接続サービス利用権の譲渡の承認を求められたと

きは、次の場合を除いて、これを承認します。 

(1) 広帯域インターネット接続サービス利用権を譲り受けようとする者が広帯域インターネット接続

サービス等の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(2) 接続契約者回線等に係る広帯域インターネット接続サービス利用権の譲渡の場合にあっては、そ

の譲渡がその接続契約者回線に接続される特定他社接続回線に係る特定事業者の承諾が得られな

いとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。 

４ 広帯域インターネット接続サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた

一切の権利及び義務を承継します。 

 

（契約者が行う契約の解除） 

第 17 条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことを３０日前までに広帯域インターネット

接続サービス営業所に書面により通知していただきます。 

 

（当社が行う契約の解除） 

第 18 条 当社は、第２６条（利用停止）の規定により広帯域インターネット接続サービス等の利用を停

止された契約者回線等について、契約者がなおその事実を解消しないときは、その契約を解除するこ

とがあります。 

２ 当社は、契約者が第２６条（利用停止）各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社
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等の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止

をしないでその契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのこと

を通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第 19 条 広帯域インターネット接続サービス等に関するその他の提供条件については、別記３及び別記

４に定めるところによります。 

 

  第４章 付加機能 

 

（付加機能の提供） 

第 20 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第１表（料金）に定めるところにより付加機

能を提供します。 

 

（付加機能の利用の一時中断） 

第 21 条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断（その付加機能に係

る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとしま

す。）を行います。 

 

第５章 回線相互接続 

 

（当社又は他社の電気通信回線の接続） 

第 22 条 契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を

介して、その契約者回線等と当社又は当社以外の当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通

信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その

接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を

特定するための事項について記載した当社所定の書面を広帯域インターネット接続サービス営業所に

提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は

当社以外の当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるとき

を除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行

う通信について、その品質を保証しません。 

 

（特定他社接続回線の相互接続） 

第 23 条 当社は、接続契約者回線に係る契約申込を承諾したときは、その接続契約者回線に係る相互接
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続点において、指定のあった特定他社接続回線との接続を行います。 

 

（相互接続点の所在場所の掲示等） 

第 24 条 当社は、接続契約者回線に係る相互接続点の所在場所について、当社が指定する広帯域インタ

ーネット接続サービス営業所に掲示するものとします。 

２ 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。 

 

第６章 利用中止等 

 

（利用中止） 

第 25 条 当社等は、次の場合には、広帯域インターネット接続サービス等の利用を中止することがあり

ます。 

(1) 当社等の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 第２７条（通信利用の制限等）の規定により、広帯域インターネット接続サービス等の利用を中

止するとき。 

(3) 第２４条（相互接続点の所在場所の掲示等）の規定により、接続契約者回線に係る相互接続点の

所在場所を変更するとき。 

２ 当社等は、前項の規定により広帯域インターネット接続サービス等の利用を中止するときは、あら

かじめそのことを契約者等に通知します。 

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 

第 26 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、６か月以内で当社が定める期間（その広帯

域インターネット接続サービス等の料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要すること

となった広帯域インターネット接続サービス等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の

債務をいいます。以下同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまで

の間）、その広帯域インターネット接続サービス等の利用を停止することがあります。 

(1) 料金その他の債務（特定他社接続回線に係るものを含みます。）について、支払期日を経過しても

なお支払わないとき。 

(2) 第４４条（利用に係る契約者の義務）又は第４５条（契約者以外の者の利用に係る契約者の義務）

の規定に違反したとき。 

(3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の当社が別に定

める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通

信回線を接続したとき。 

(4) 別記７及び別記９に定める当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準

に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りは
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ずさなかったとき。 

２ 当社は、前項の規定により、広帯域インターネット接続サービス等の利用停止をしようとするとき

は、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 

 

  第７章 通信利用の制限等 

 

（通信利用の制限等） 

第 27 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、

事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、

通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益

のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されて

いる契約者回線等（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通

信の利用を中止する措置をとることがあります。 

機 関 名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記１３に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

２ 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換

設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

 

（特定他社接続回線による制約） 

第 28 条 契約者は、特定事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、その接続契約者回線と接

続する特定他社接続回線を使用することができない場合においては、その接続契約者回線を使用する

ことができません。 
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（平均利用速度の計測） 

第 29 条 料金表第１表（料金）に規定する従量型における平均利用速度は、料金表第１表に定める方法

により、当社の機器により測定します。 

 

第８章 料金等 

 

第１節 料金及び工事に関する費用 

 

（料金及び工事に関する費用） 

第 30 条 当社が提供する広帯域インターネット接続サービス等の料金は、料金表第１表（料金）に規定

する利用料金（インターネット接続料とアクセス回線料を合算したものとします。以下、同じとしま

す。）、加算額及び付加機能使用料（以下「利用料金等」といいます。）とし、当社が提供する広帯域イ

ンターネット接続サービス等の態様に応じて適用します。 

２ 当社が提供する広帯域インターネット接続サービス等に係る工事に関する費用は、料金表第２表（工

事費）に規定する工事費及び線路等設備費とします。 

 

第２節 料金等の支払義務 

 

（固定型に係る料金の支払義務） 

第 31 条 料金表第１表（料金）に規定する固定型に係る契約者は、その契約に基づいて当社が広帯域イ

ンターネット接続サービス等の提供を開始した日（付加機能の提供については提供を開始した日）か

ら起算して契約の解除等（接続契約者回線等に係る契約の解除等を含みます。以下、この条において

同じとします。）があった日（付加機能の廃止については廃止があった日）の前日までの期間（提供を

開始した日と解除等又は廃止があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金

表第１表に規定する利用料金等の支払いを要します。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等により広帯域インターネット接続サービス等を利用するこ

とができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 

(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の利用料金等の支払いを要します。 

ア 利用の一時中断をしたとき。 

イ 利用停止があったとき。 

(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、広帯域インターネット接続サ

ービス等を利用できなかった期間中の利用料金等の支払いを要します。 

区 別 支払いを要しない料金 

１ 契約者の責めによらない理由により、

その広帯域インターネット接続サービス

 そのことを当社が知った時刻以後の利用で

きなかった時間（２４時間の倍数である部分



 １４

等を全く利用できない状態（その契約に

係る電気通信設備（接続契約者回線と相

互に接続する特定他社接続回線を含みま

す。）による全ての通信に著しい支障が生

じ、全く利用できない状態と同程度の状

態となる場合を含みます。）が生じた場合

（２欄に該当する場合を除きます。）に、

そのことを当社が知った時刻から起算し

て、２４時間以上その状態が連続したと

き。 

に限ります。）について、２４時間ごとに日数

を計算し、その日数に対応する料金 

２ 契約者回線又は接続契約者回線と相互

に接続する特定他社接続回線の移転に伴

って、国内インターネット接続サービス

を利用できなくなった期間が生じたとき

（契約者（特定他社接続回線に係るもの

については特定事業者の定める専用サー

ビス契約約款に規定する専用契約者を含

みます。）の都合により、国内インターネ

ット接続サービスを利用しなかった場合

であって、その設備を保留したときを除

きます。）。 

 利用できなくなった日から起算し、再び利

用できる状態とした日の前日までの日数に対

応する料金 

３ 前項の規定にかかわらず、固定型に係る利用料金の扱いについて、料金表第１表にサービス品質に

係る定めがある場合は、その定めるところによります。 

４ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

 

（従量型に係る料金の支払義務） 

第 32 条 料金表第１表（料金）に規定する従量型に係る契約者は、その契約に基づいて当社が広帯域イ

ンターネット接続サービスの提供を開始した日（付加機能の提供については提供を開始した日）から

起算して契約の解除があった日（付加機能の廃止については廃止があった日）の前日までの期間（提

供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料

金表第１表に規定する利用料金等の支払いを要します。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等により広帯域インターネット接続サービスを利用すること

ができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 

(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の利用料金等の支払いを要します。 

ア 利用の一時中断をしたとき。 

イ 利用停止があったとき。 
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(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、広帯域インターネット接続サ

ービスを利用できなかった期間中の利用料金等の支払いを要します。 

区 別 支払いを要しない料金 

１ 契約者の責めによらない理由により、

その広帯域インターネット接続サービス

を全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著し

い支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます。）が

生じた場合（２欄に該当する場合を除き

ます。）に、そのことを当社が知った時刻

から起算して、２４時間以上その状態が

連続したとき。 

 そのことを当社が知った時刻以後の利用で

きなかった時間（２４時間の倍数である部分

に限ります。）について、２４時間ごとに日数

を計算し、その日数に対応する料金 

２ 契約者回線の移転に伴って、広帯域イ

ンターネット接続サービスを利用できな

くなった期間が生じたとき（契約者の都

合により、広帯域インターネット接続サ

ービスを利用しなかった場合であって、

その設備を保留したときを除きます。）。

 利用できなくなった日から起算し、再び利

用できる状態とした日の前日までの日数に対

応する料金 

３ 前項の規定にかかわらず、従量型に係る利用料金の扱いについて、料金表第１表にサービス品質に

係る定めがある場合は、その定めるところによります。 

４ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

 

（工事費の支払義務） 

第 33 条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第２表

第１（工事費）に規定する工事費の支払いを要します。 

  ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この条において「解除

等」といいます。）があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われ

ているときは、当社は、その工事費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関

して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していた

だきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額

とします。 

 

（線路等設備費の支払義務） 

第 34 条 契約者は、契約申込又は線路等設備を要する工事の請求をし、その承諾を受けたときは、料金
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表第 2表第 2（線路等設備費）に規定する線路等設備費の支払いを要します。 

  ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下

この条において「解除等」といいます。）があった場合は、この限りではありません。 

２ 前項の規定にかかわらず、線路等設備費の支払いについて料金表第 2 表第 2 に別段の定めがある場

合は、その定めるところによります。 

３ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前 2 項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に

関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担してい

ただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した

額とします。 

 

第３節 料金の計算方法等 

 

（料金の計算方法等） 

第 35 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところに

よります。 

 

第４節 割増金及び延滞利息 

 

（割増金） 

第 36 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、

その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算し

た額を割増金として支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 

第 37 条 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支

払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年 14.5％

の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 

  ただし、支払期日の翌日から起算して１０日以内に支払いがあった場合には、この限りではありま

せん。 

 

第９章 保守 

 

（契約者の維持責任） 

第 38 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するように維持していただき

ます。 
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（契約者の切分責任） 

第39条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、

契約者回線等その他当社等の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設

備及び自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、広帯域インターネット取扱局等に

おいて、当社等が試験を行い、その結果を契約者に通知します。 

３ 当社は、前項の試験により当社等が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、

契約者の請求により当社等の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備及び自営電気通信設備

にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する

費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

(注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しま

せん。 

 

（修理又は復旧の順位） 

第 40 条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又

は復旧することができないときは、第２７条（通信利用の制限等）の規定により優先的に取り扱われ

る通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線を修理し、又は復旧します。この場合にお

いて、第１順位及び第２順位の契約者回線は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により

定めたものに限ります。 

順 位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

２ ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記 1３に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置さ

れるもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除きます。）
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３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 

 (注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、

暫定的にその経路を変更することがあります。 

 

第 10 章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第 41 条 当社は、国内インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社又は特定事業者の

責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その国内インターネット接続サービスが全

く利用できない状態（当該広帯域インターネット接続契約に係る電気通信設備による全ての通信に著

しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において

同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、２４時間以上その状態が連続したとき

に限り、当該契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、国内インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあるこ

とを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍数である部分に限ります。）につ

いて、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該国内インターネット接続サービスに係

る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

(1) 料金表第１表（料金）に定める固定型に係る利用料金、加算額及び付加機能使用料 

(2) 料金表第１表（料金）に定める従量型に係るインターネット接続料（当該広帯域インターネット接

続契約に係る品目の平均利用速度が最低となる場合のインターネット接続料とします。）、アクセス

回線料、加算額及び付加機能使用料 

３ 第１項の場合において、当社の故意又は重大な過失により国内インターネット接続サービスの提供

をしなかったときは、前項の規定は適用しません。 

４ 当社は、外国インターネット接続サービスの提供に伴い、当該契約者に与えた損害については、賠

償の責任を負いません。 

（注） 本条第２項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たって

は、料金表通則の規定に準じて取り扱います。 

 

（免責） 

第 42 条 当社等は、広帯域インターネット接続サービス等に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤

去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場

合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条

において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用につ

いては負担しません。 
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第 11 章 雑則 

 

（承諾の限界） 

第 43 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困

難なとき又は保守することが困難である等、当社等の業務遂行上支障があるとき（その請求に係る接

続契約者回線と特定他社接続回線との接続に関し、その特定他社接続回線に係る特定事業者の承諾が

得られない場合、その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。）は、その請求を承

諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した契約者に通知します。 

   

（利用に係る契約者の義務） 

第 44 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 当社等が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損

壊し、又はその契約者回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。 

   ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若し

くは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。 

(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 

(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社等が契約に基づき設置した電気通信設

備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

(4) 当社等が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 

(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、法令に反する、公序良俗に反する、又は他人の利益を害す

る態様で広帯域インターネット接続サービス等を利用しないこと。 

   なお、別記５に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるも

のとみなします。 

２ 契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定す

る期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

 

（契約者以外の者の利用に係る契約者の義務） 

第 45 条 契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守

っていただきます。 

(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その

契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。 

(2) 契約者は、その広帯域インターネット接続サービス等に関する料金又は工事に関する費用のうち、

その契約者回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこ

と。 

(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線等に接続する自営端末設備又は自営電

気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責
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任を負うこと。 

(注) 本条第３号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。 

     ア 第 38 条（契約者の維持責任） 

     イ 第 39 条（契約者の切分責任） 

ウ 別記６（自営端末設備の接続） 

エ 別記７（自営端末設備に異常がある場合等の検査） 

オ 別記８（自営電気通信設備の接続） 

カ 別記９（自営電気通信設備に異常がある場合等の検査） 

 

（契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等） 

第 46 条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、別記１１に定めるところによりま

す。 

 

（契約者の氏名等の通知） 

第 47 条 当社は、特定事業者から請求があったときは、契約者（その特定事業者と他社回線接続・イン

ターネット接続サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。）の氏名及び住所

等をその特定事業者に通知することがあります。 

 

（特定事業者からの通知） 

第 48 条 当社は、契約者が第 14 条（特定他社接続回線に係る変更等の通知）に規定する通知を行わな

かった場合、又は当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、相互接続協定

に基づき、特定事業者から特定他社接続回線に係る契約者の情報の通知を受けることがあります。契

約者は、これを承諾していただきます。 

 

（特定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行） 

第 49 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、特定事業者の契約約款及び料金表

の規定により特定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関す

る費用について、その特定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行

うことがあります。 

(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていない

とき、又は怠るおそれがないとき。 

(2) その契約者の申出について特定事業者が承諾するとき。 

(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 

２ 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定め

る支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。 
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（特定他社接続回線に関する手続きの代行） 

第 50 条 当社は、接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線に関する申込、請求及び届け出等

について、当該特定他社接続回線に係る特定事業者に対する手続きの代行を行います。 

２ 前項の実施にあたり、当該契約申込者又は契約者は、あらかじめ当社に当該申込、請求及び届け出

等に関する当該特定事業者所定の書類を、当社の広帯域インターネット接続サービス営業所に提出し

ていただきます。 

 

（法令に規定する事項） 

第51条 国内インターネット接続サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、

その定めるところによります。 

(注) 本条に規定する法令に定める事項は、別記６から別記１０に定めるところによります。 

 

（技術的事項及び技術資料の閲覧） 

第 52 条 当社は、当社が指定する広帯域インターネット接続サービス営業所において、広帯域インター

ネット接続サービス等における基本的な技術的事項及び広帯域インターネット接続サービス等を利用

するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。 

 

（閲覧） 

第 53 条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 

 

（預託金等） 

第 54 条 当社は、契約者の支払義務の担保としての預託金の支払や前払金の支払その他支払条件の変更

等当社の債権保全のための合理的措置を要求することができるものとします。また、当社は、契約者の

当社に対する全債務（請求書送付前の本サービスの請求金額を含む。）の与信限度を設定することができ

るものとします。 

 

（特約） 

第 55 条 この約款の一部条項において特約をした場合については、当該条項の定めにかかわらず、その

特約事項を適用します。 

 

（外国における取扱制限） 

第 56 条 外国インターネット接続サービスの取扱いについては、外国の法令、外国事業者の定める契約

約款等により制限されることがあります。 

 

（外国インターネット接続サービスに係る休止） 

第 57 条 外国インターネット接続サービスに係る外国事業者が電気通信事業を休止したときは、その外
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国インターネット接続サービスについて休止とします。 

２ 当社は、前項の規定により、その外国インターネット接続サービスについて休止をしようとすると

きは、あらかじめその外国インターネット接続サービスに係る契約者にそのことを通知します。 

３ 外国インターネット接続サービスの休止期間は、その外国インターネット接続サービスの休止をし

た日から起算して１年間とし、その休止の期間を経過した日において、その外国インターネット接続

サービスは、廃止されたものとして取り扱います。この場合、その外国インターネット接続サービス

に係る契約者にそのことを通知します。 

 

第 12 章 附帯サービス 

 

（附帯サービス） 

第 58 条 国内インターネット接続サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記１２に定

めるところによります。 
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別記 

 

１ 特定事業者 

東日本電信電話株式会社 

西日本電信電話株式会社 

 

２ 広帯域インターネット接続サービス等の提供区域等 

  当社の広帯域インターネット接続サービス等の提供区域等は次のとおりとします。 

 

(1) 広帯域インターネット接続サービスに係るもの 

  

 ① 下表に掲げる営業区域内における契約者回線の終端相互間又はその契約者回線の終端と下記 

(2)の①に規定する特定他社接続回線の終端との間 

     ただし、関東エリアと関西エリア相互間の広帯域インターネット接続サービスは提供しま

せん。 

区 分 広帯域インターネット接続サービスの提供区域 

関東エリア 東京都の一部、千葉県の一部、神奈川県の一部、埼玉県の一部 

関西エリア 大阪府の一部、兵庫県の一部 

 

② 営業区域内における契約者回線の終端と相互接続点（接続契約者回線と特定他社接続回線と

の相互接続点を除きます。以下、この別記２において同じとします。）との間 

 

(2) 他社回線接続・インターネット接続サービスに係るもの 

   

① 下表の関東エリア又は関西エリアのうちの営業区域内における接続契約者回線と相互に接

続する特定他社接続回線の終端（相互接続点となる部分を除きます。以下、同じとします。）

相互間又はその特定他社接続回線の終端と上記(1)の①に規定する契約者回線の終端との間 

ただし、関東エリアと関西エリア相互間の他社回線接続・インターネット接続サービスは

提供しません。 

区 分 他社回線接続・インターネット接続サービスの提供区域 

関東エリア 東京都（島嶼部を除く。）、神奈川県 

関西エリア 大阪府 

 

② 上記①に規定する特定他社接続回線の終端と相互接続点との間 
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(3) 外国インターネット接続サービスに係るもの 

   当社が別に定める取扱地域 

 

３ 氏名等の変更 

(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は料金等請求書の送付先に変更があった場合 

には、そのことを速やかに広帯域インターネット接続サービス営業所に届け出ていただきます。 

   ただし、その変更があったにもかかわらず広帯域インターネット接続サービス営業所に届出がな 

いときは、第 18 条（当社が行う契約の解除）及び第 26 条（利用停止）に規定する通知については、

当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をも

って、その通知を行ったものとみなします。 

(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただく

ことがあります。 

 

４ 契約者の地位の承継 

(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、

合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、これを証明する書

類を添えて、広帯域インターネット接続サービス営業所に届け出ていただきます。 

(2) (1)の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者と

定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1人を代表者として

取り扱います。 

 

５ 広帯域インターネット接続サービス等における禁止事項 

 契約者は広帯域インターネット接続サービス等の利用にあたり、以下の行為を行わないものとしま

す。 

(1) 当社等若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある

行為 

(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為 

(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 

(4) （詐欺、業務妨害等の）犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為 

(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為 

(6) 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為 

(7) 広帯域インターネット接続サービス等により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 

(8) 他人になりすまして広帯域インターネット接続サービス等を利用する行為 

(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為 

(10) 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送
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信する行為 

(11) 他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為 

(12) 他人の知的財産権（特許権、実用新案、著作権､意匠権､商標権等）その他の権利を侵害する行

為又は侵害するおそれのある行為 

(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを

はる行為 

(14) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為 

 

６ 自営端末設備の接続 

(1) 契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介

して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。

この場合において、事業法第５３条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は事業

法第６３条第２項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続

するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準に適合しないとき。 

イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当する

ときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。 

(6) 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当

社に通知していただきます。 

 

７ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

(1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービス

の円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が

技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、

正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第２項で定める場合を除いて、検査を受ける

ことを承諾していただきます。 

(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められないときは、契約者

は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。 

 

８ 自営電気通信設備の接続 

(1) 契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介
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して、契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通

信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社

所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設

備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。）の保持が経

営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当する

ときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。 

(6) 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのこ

とを当社に通知していただきます。 

 

９ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な

提供に支障がある場合の検査については、別記７（自営端末設備に異常がある場合等の検査）の規定に

準じて取り扱います。 

 

10 当社の維持責任 

 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）に適

合するよう維持します。 

 

11 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等 

(1) 契約者回線等の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。以下本項において同じとしま

す。）又は建物内において、当社等が契約者回線等を設置するために必要な場所は、その契約者か

ら提供していただきます。 

(2) 当社等が契約に基づいて設置する契約者回線等に必要な電気は、契約者から提供していただくこ

とがあります。 

(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内又は建物内において、当社等の電気通信設備を設置す

るために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備

を設置していただきます。 

(4)  前(3)の規定にかかわらず契約者回線の終端のある構内又は建物内において、電気通信設備を設

置するための管路等を当社が設置することとなる場合は、契約者は、第 34 条（線路等設備費の支払

義務）及び料金表第 2表第 2（線路等設備費）の規定に基づき線路等設備費の支払いを要します。 
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12 ＩＰアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等 

(1) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者に代わっ

て日本ネットワークインフォメーションセンター、日本レジストリサービス又はＧＭＯインター

ネット（以下「ＪＰＮＩＣ等」といいます。）にＩＰアドレス（インターネットプロトコルで定め

られているアドレスをいいます。以下同じとします。）の割当て若しくは返却又はドメイン名（Ｊ

ＰＮＩＣ等によって割り当てられる組織を示す名称をいいます。以下同じとします。）の割当て、

変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合において、契約者は、ＪＰＮＩＣ等に対

して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。 

(2) (1)の場合において、契約者は当社が別に定めるところにより料金表第３表第１（手数料）に定め

る手数料を支払っていただきます。 

(3) 契約者は、当社が別に定めるところによりドメイン名、ＩＰアドレス、ＢＧＰ接続又は持ち込み

ＩＰアドレスを利用している場合は、料金表第３表第２（維持管理料）に定める料金を支払って

いただきます。 

 

13 新聞社等の基準 

区 分 基    準 

１ 新聞社 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論す

ることを目的として、あまねく発売されること。 

(2) 発行部数が 1の題号について、8,000 部以上であること。 

２ 放送事業者 電波法の規定により放送局の免許を受けた者 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準の全てを備えた日刊

新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情

報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的と

する通信社 
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料金表 

 

通則 

 

（料金の計算方法） 

１ 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を料金月（１の暦月の起算日（当社が契約ごとに定める毎暦月

の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。）に従って計算し

ます。 

 

２ 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金（以下「月額料金」といいます。）をその利用日数に応じ

て日割します。 

(1) 料金月の初日以外の日に契約者回線等又は付加機能の提供の開始等があったとき。 

(2) 料金月の初日以外の日にその契約の解除等又は付加機能の廃止があったとき。 

(3) 料金月の初日に契約者回線等又は付加機能の提供の開始を行い、その日にその契約の解除等又は付加機能の廃

止があったとき。 

(4) 料金月の初日以外の日に広帯域インターネット接続サービス等の区分又は品目の変更により月額料金の額が

増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用しま

す。 

(5) 第３１条（固定型に係る料金の支払義務）第２項第２号の表及び第３２条（従量型に係る料金の支払義務）第

２項第２号の表の規定に該当するとき。 

 

３ ２の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。 

 

４ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、１に規定する料金月の起算日を変更することがあります。 

 

５ 第４１条（責任の制限）第２項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定に

当たっては、２及び３の規定に準じて取り扱います。 

 

（端数処理） 

６ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1円（１．０５円）未満の端数が生じた場合は、その端数

を切り捨てます。 

 

（料金等の支払い） 

７ 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等におい

て支払っていただきます。 
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８ 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

 

（料金の一括後払い） 

９ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、７及び８の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、２か月以上の料

金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

（前受金） 

10 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、

あらかじめ前受金を預かることがあります。 

 （注）10 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。 

 

（消費税相当額の加算） 

11 第３１条（固定型に係る料金の支払義務）から第３４条（線路等設備費の支払義務）までの規定その他この約款

の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規

定する額（税抜額（消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。））に基づき計算した額に消費税

相当額を加算した額とします。 

ただし、外国インターネット接続サービスに係る利用料金については、この限りでありません。 

（注１） 支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額（税抜額に消費税相当額を加算した額を

いいます。以下同じとします。）により計算した額とは差が生じる場合があります。 

 （注２） この料金表が表示する括弧内の額は税込額を表します。 

 

（料金等の臨時減免） 

12 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金

又は工事に関する費用を減免することがあります。 

 （注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の広帯域インターネット接続サービス営業所に掲示する等の方

法により、その旨を周知します。 
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第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 

１ 適用 

広帯域インターネット接続サービス等に係る料金の適用については、第３１条（固定型に係る料金の支払義

務）及び第３２条（従量型に係る料金の支払義務）の規定によるほか次のとおりとします。 

 

区  分 内       容 

（１）区分に係る料

金の適用 

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり区分を定めます。 

区分 内  容 

固定型 広帯域インターネット接続サービス等の品目に応じて利用料金を定

めるもの 

従量型 広帯域インターネット接続サービスの品目と毎月の平均利用速度に

応じて利用料金を定めるもの 

備考 利用料金は、インターネット接続料とアクセス回線料を合算したものとし

ます。 
 

（２）特定事業者の

高速ディジタル伝

送サービスに関す

る料金表の適用 

次に掲げるものについては、特定事業者の定める専用サービス契約約款（料金表を含み

ます。以下、この料金表において同じとします。）に規定する高速ディジタル伝送サービ

スに関する料金表の規定に準じて取り扱います。 

ア 品目に係る料金の適用 

イ 細目に係る料金の適用 

ウ 回線距離の測定 

エ 回線距離測定局の変更その他の場合における料金の適用 

（３）接続契約者回

線と相互に接続で

きる特定事業者の

高速ディジタル伝

送サービスの品目

接続契約者回線と相互に接続できる特定他社接続回線には、特定事業者の定める専用サ

ービス契約約款に規定する品目等のうち、次のものがあります。 

区  分 品 目 サービスクラス 保守の区別 

通常クラス    高速ディジタル伝送

サービス 

1.5Mb/s 

エコノミークラス タイプ２ 

備考 臨時専用契約（特定事業者の定める専用サービス契約約款に規定する

臨時専用契約をいいます。）については、提供しません。 
 

（４）特定事業者が

設定する料金又は

工事費の取扱いに

ついて 

特定事業者の定める専用サービス契約約款の規定により、当該特定事業者が設定するこ

ととした料金又は工事に関する費用の取扱いは、当該特定事業者の専用サービス契約約

款に定めるところによります。 

 

 

 



 ３１

 

 

区  分 内       容 

（５）特定他社接続

回線に係る適用 

ア ２－２（他社回線接続・インターネット接続サービスに係る利用料金）に規定する

アクセス回線料の距離区分は次のとおり適用します。 

（ア） 「同一の単位料金区域に終始するもの」は、特定他社接続回線の終端の場所が、

相互接続点（接続契約者回線とその接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続

回線との相互接続点とします。）のある単位料金区域（特定事業者の定める専用サー

ビス契約約款に規定する単位料金区域をいいます。）内にある場合に適用します。 

（イ） 「上欄以外のもの」は、上記（ア）以外の場合をいいます。 

イ 特定他社接続回線は、東京都内（島嶼部を除きます。）、神奈川県内又は大阪府内に

終始するものに限ります。 

 

（６）品目に係る料

金の適用 

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 

ア 広帯域インターネット接続サービスに係るもの 

（ア）ＫＶＨ専用アクセス・インターネットのもの（デュアルクラスのもの） 

 

品 目 内   容 

固定型 1.5Mb/s のもの 1.536 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒の符号伝送が可能なもの

備考 デュアルクラスは、シングルクラス以外のものをいいます。以下、こ

の欄において同じとします。 

 

（イ）Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ Plus 接続・インターネットのもの 

  Ａ．デュアルクラスのもの  

ａ．専用型のもの 

 

品 目 内   容 

1Mb/s 1 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

2Mb/s 2 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

3Mb/s 3 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

5Mb/s 5 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

7Mb/s 7 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

固

定

型 

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの
 

 

 



 ３２

 

 

 

区  分 内       容 

  

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

20Mb/s 20 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

30Mb/s 30 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

40Mb/s 40 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

50Mb/s 50 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

60Mb/s 60 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

70Mb/s 70 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

80Mb/s 80 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

 100BaseTX

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

備考 専用型のものは、回線収容部を１の契約者回線で専用するものをい

います。以下、同じとします。 

 

ｂ．共用型のもの 

 

品 目 内  容 

固定型 100BaseTX

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なも

の 

備考 共用型のものは、回線収容部を最大１０の契約者回線で共有するものをい

います。以下、同じとします。 
 

 

 

 

 



 ３３

 

 

区  分 内       容 

  

Ｂ．シングルクラスのもの 

ａ．専用型のもの 

品 目 内   容 

1Mb/s 1 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

2Mb/s 2 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

3Mb/s 3 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

5Mb/s 5 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

7Mb/s 7 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

20Mb/s 20 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

30Mb/s 30 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

40Mb/s 40 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

50Mb/s 50 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

60Mb/s 60 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

70Mb/s 70 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

80Mb/s 80 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

固

定

型 

100BaseTX

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

備考 シングルクラスは契約者回線が二重化されていないものをいいます。

以下、この欄において同じとします。 

 

ｂ．共用型のもの 

品 目 内  容 

固定型 100BaseTX

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なも

の 
 

 

 

 

 



 ３４

 

区  分 内       容 

  

（ウ）Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ ＥＸ接続・インターネットのもの 

 

Ａ．アクセス専用型のもの 

 

（Ａ）デュアルクラスのもの 

 

品 目 内   容 

1Mb/s 1 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

2Mb/s 2 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

3Mb/s 3 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

5Mb/s 5 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

7Mb/s 7 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

20Mb/s 20 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

30Mb/s 30 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

50Mb/s 50 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

70Mb/s 70 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

固

定

型 

100BaseTX 

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの従

量

型 100BaseTX 

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

備考 アクセス専用型のものは、回線収容部を１の契約者回線で専用するも

ので、当社が別に定める場合に限り提供します。以下、同じとします。

 
 

 

 

 

 



 ３５

 

 

区  分 内       容 

  

（Ｂ）シングルクラスのもの 

 

品 目 内   容 

1Mb/s 1 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

2Mb/s 2 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

3Mb/s 3 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

5Mb/s 5 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

7Mb/s 7 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

    

    

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

20Mb/s 20 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

30Mb/s 30 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

50Mb/s 50 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

70Mb/s 70 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

  

  

  

  

固

定

型     

    

100BaseTX

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの従

量

型 100BaseTX

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３６

 

 

区  分 内       容 

  

（エ）Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ接続・インターネットのもの 

   

  Ａ．デュアルクラスのもの 

 

品 目 内   容 

1Mb/s 1 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

2Mb/s 2 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

3Mb/s 3 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

5Mb/s 5 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

7Mb/s 7 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

20Mb/s 20 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

30Mb/s 30 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

50Mb/s 50 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

70Mb/s 70 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

固

定

型 

100BaseTX 

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの従

量

型 100BaseTX 

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒までの符号伝送が可能なもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３７

 

 

 

 

区  分 内       容 

  

Ｂ．シングルクラスのもの 

 

品 目 内   容 

1Mb/s 1 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

2Mb/s 2 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

3Mb/s 3 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

5Mb/s 5 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

7Mb/s 7 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

    

    

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

20Mb/s 20 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

30Mb/s 30 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

50Mb/s 50 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

70Mb/s 70 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

  

  

  

  

固

定

型     

    

100BaseTX

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの従

量

型 100BaseTX

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

 

イ 他社回線接続・インターネット接続サービスに係るもの 

（ア）通常クラスのもの 

 品 目 内  容 

固定型 1.5Mb/s のもの 1.536 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒の符号伝送が可能なもの 

備考 通常クラスは、エコノミークラス以外のものをいいます。 

 

 

 

 

 



 ３８

 

区  分 内       容 

  

（イ）エコノミークラスのもの 

 品 目 内  容 

固定型 1.5Mb/s のもの 1.536 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒の符号伝送が可能なもの 

備考 エコノミークラスは、故障の監視を回線単位で行わないものをいいま

す。 

 

ウ 外国インターネット接続サービスに係るもの 

 

品 目 内   容 

1.5Mb/s のもの 1.536 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

2Mb/s のもの 1.984 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

1Mb/s 1 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

2Mb/s 2 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

3Mb/s 3 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

5Mb/s 5 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

7Mb/s 7 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

    

    

10BaseT 

のもの 

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

10Mb/s 10 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

20Mb/s 20 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

30Mb/s 30 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

50Mb/s 50 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

70Mb/s 70 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

    

    

100BaseTX

のもの 

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

100Mb/s 100 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

200Mb/s 200 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

300Mb/s 300 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

400Mb/s 400 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

  

  

  

  

固

定

型 

 

1000Base 

SX のもの 

1000Mb/s 1000 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ／秒までの符号伝送が可能なもの

備考 品目により提供できない取扱地域があります。 
 

 

 



 ３９

 

 

区  分 内       容 

（７）区分等の変更

に係る取扱い 

ア 固定型と従量型の区分の変更については、従量型から固定型への変更の場合に限り

行うことができます。 

イ デュアルクラスとシングルクラスの品目の変更については、シングルクラスからデ

ュアルクラスへの変更の場合に限り行うことができます。 

ウ 当社は、契約者から、固定型から従量型への変更又はデュアルクラスからシングル

クラスへの変更の申出があった場合は、固定型に係る契約又はデュアルクラスに係る

契約の解除があったものとして取り扱います。 

 

（８）契約者回線等

の終端に変更があ

った場合の料金の

適用 

契約者回線等の移転により、その契約者回線等の終端に変更があったときは、利用料金

を再算定します。 

（９）最低利用期間

内に契約の解除等

があった場合の料

金の適用 

ア 広帯域インターネット接続サービス等には、最低利用期間があります。 

イ 契約者は、最低利用期間内に契約の解除等（特定他社接続回線については、特定事

業者の定める専用サービス契約約款に規定する利用休止又は契約の解除を含みます。

以下、この欄において同じとします。）があった場合は、第３１条（固定型に係る料金

の支払義務）、第３２条（従量型に係る料金の支払義務）及び料金表通則の規定にかか

わらず、残余の期間に対応する利用料金に相当する額を一括して支払っていただきま

す。 

ウ 契約者は、最低利用期間内に広帯域インターネット接続サービス等の区分及び品目

の変更又は契約者回線の移転があった場合は、変更前の利用料金の額から、変更後の

利用料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、

一括して支払っていただきます。 

エ ウの場合に、区分の変更及び品目の変更と同時にその契約者回線等の設置場所にお

いて、契約者回線等の新設又は契約の解除等を行うときの残額の算定は、同時に行う

新設等の契約者回線等の利用料金を合算して行います。 

 

 

 

 

 

 

 



 ４０

 

 

区  分 内       容 

  

オ イ、ウ及びエに規定する従量型に係る利用料金は、次表に規定する利用料金としま

す。 

利用料金 クラス 品 目 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料 ｱｸｾｽ回線料 

10BaseT 

のもの 

平均利用速度が、9Mb/s を超え

10Mb/s までの場合の料金額 

ﾃﾞｭｱﾙｸﾗｽの 10BaseT の

料金額 

デュアル

クラス 

従

量

型 100BaseTX

のもの 

平均利用速度が、70Mb/s を超え

100Mb/s までの場合の料金額 

ﾃﾞｭｱﾙｸﾗｽの 100BaseTX

の料金額 

10BaseT 

のもの 

平均利用速度が、9Mb/s を超え

10Mb/s までの場合の料金額 

ｼﾝｸﾞﾙｸﾗｽの 10BaseT の

料金額 

シングル

クラス 

従

量

型 100BaseTX

のもの 

平均利用速度が、70Mb/s を超え

100Mb/s までの場合の料金額 

ｼﾝｸﾞﾙｸﾗｽの 100BaseTX

の料金額 

 (注) 上表のデュアルクラス及びシングルクラスは、Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ ＥＸ接続・インターネ

ット及びＥｔｈｅｒ－ＭＡＮ接続・インターネットのものとします。 

（10）契約期間内に

契約の解除等があ

った場合の料金の

適用 

ア 広帯域インターネット接続サービス等には、契約期間があります。 

イ 契約者は、契約期間内に契約の解除等（特定他社接続回線については特定事業者の

定める専用サービス契約約款に規定する利用休止又は契約の解除を含みます。）があっ

た場合は、第３１条（固定型に係る料金の支払義務）、第３２条（従量型に係る料金の

支払義務）及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する利用料金に相

当する額を支払っていただきます。 

ウ イに規定する従量型に係る利用料金は、（９）欄のオに規定する利用料金とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４１

 

区  分 内       容 

（11）平均利用速度

の測定 

 

ア 従量型のものにおける平均利用速度は、次表に定める最高利用速度とします。 

 

区分 内 容 

最 高 利

用速度 

1. 契約者回線を収容する当社の電気通信設備において一定時間に計

算した送信速度（当社が別に定める時間において契約者が設置する

自営端末設備から当社の契約者回線に向かって送信される符号の

総量を、その時間で除して得た値をいいます。以下、この欄におい

て同じとします。）と受信速度（当社が別に定める時間において当

社の契約者回線から契約者が設置する自営端末設備に向かって送

信される符号の総量を、その時間で除して得た値をいいます。以下、

この欄において同じとします。）を比較し、いずれかその数値の大

きい速度をその時間における利用速度とします。 

2. 上記１の利用速度は当社が決定します。 

3. 上記１及び２に基づき、一定時間ごとに計算した利用速度の総数

のうち、上位５％の回数を高い計測値から順に除外した後の最高の

利用速度を最高利用速度とします。 

 

イ 送信速度及び受信速度の計測は、送信及び受信についてそれぞれ次表に規定する計

測対象期間において、契約者回線ごとに当社が別に定める時間行います。 

 

区  分 計測対象期間 

利用を開始した料金月 利用開始日の当社が別に定める時刻から

その料金月の末日まで 

利用を開始した料金月の翌料金月

及びこれに引き続く各料金月 

その料金月の初日から末日まで 

利用を終了した料金月 その料金月の初日から利用終了日の当社

が別に定める時刻まで 
 

 

 

 

 



 ４２

 

区  分 内       容 

（12）付加機能を提

供した場合の付

加機能使用料の

適用 

ア 第２０条（付加機能の提供）の規定により、付加機能を提供した場合には、２（料

金額）に規定する付加機能使用料を適用します。 

イ 外国インターネット接続サービスは付加機能を提供いたしません。 

（13）長期継続利用

に係る利用料金

の適用 

ア 当社は、契約者から、その契約者に係る契約者回線等について、次表に定める期間

の継続利用（以下この欄において「長期継続利用」といいます。）の申出があった場合

には、その期間における利用料金については、２（料金額）の２－１又は２－２の額

から同表に規定する額を減額して適用します。 

継続して利用する期間 利用料金の減額（月額） 

３年間 ２－１又は２－２の額に０.０７を乗じて得た額 

５年間 ２－１又は２－２の額に０.１１を乗じて得た額 

 

イ 長期継続利用に係る利用料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日

（広帯域インターネット接続契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合

は、その契約者回線等の提供を開始した日）から適用します。 

ウ 長期継続利用に係る利用料金の適用の対象となる期間（以下この欄において「長期

継続利用期間」といいます。）には、広帯域インターネット接続サービス等の利用の一

時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 

エ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線等について、その広帯域インターネット接

続契約の解除等（特定他社接続回線については特定事業者の定める専用サービス契約

約款に規定する利用休止又は契約の解除を含みます。）があった場合には、長期継続利

用を廃止します。 

オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しよ

うとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、当社に申し出ていただ

きます。 

カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の

種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限

り行うことができます。 

キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続

利用の利用料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。こ

の場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期継

続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 

   

 



 ４３

区  分 内       容 

 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前に広帯域インターネット

接続サービス等の区分の変更及び品目の変更等によりその広帯域インターネット接続

契約に係る利用料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それ

ぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 

 

区  分 支払いを要する額 

(ア) 区分の変更及

び品目の変更等

により利用料金

が減少した場合

① 残余の期間に対応する利用料金差額（減少前の利用

料金から減少後の利用料金を控除して得た額をいい

ます。）に０．３５を乗じて得た額 

② ①に規定する従量型に係る利用料金は、この欄の別

表に規定する利用料金とします。 

(イ) 長期継続利用

の廃止があった

場合 

① 残余の期間に対応する廃止前の利用料金に０．３５

を乗じて得た額 

② ①に規定する従量型に係る利用料金は、この欄の別

表に規定する利用料金とします。 

 

別表 

利用料金 クラス 品 目 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料 ｱｸｾｽ回線料 

10BaseT 

のもの 

平均利用速度が、9Mb/s を超え

10Mb/s までの場合の料金額 

ﾃﾞｭｱﾙｸﾗｽの 10BaseT の

料金額 

デュアル

クラス 

従

量

型 100BaseTX

のもの 

平均利用速度が、70Mb/s を超え

100Mb/s までの場合の料金額 

ﾃﾞｭｱﾙｸﾗｽの 100BaseTX

の料金額 

10BaseT 

のもの 

平均利用速度が、9Mb/s を超え

10Mb/s までの場合の料金額 

ｼﾝｸﾞﾙｸﾗｽの 10BaseT の

料金額 

シングル

クラス 

従

量

型 100BaseTX

のもの 

平均利用速度が、70Mb/s を超え

100Mb/s までの場合の料金額 

ｼﾝｸﾞﾙｸﾗｽの 100BaseTX

の料金額 

 (注) 上表のデュアルクラス及びシングルクラスは、Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ ＥＸ接続・インターネ

ット及びＥｔｈｅｒ－ＭＡＮ接続・インターネットのものとします。 

 

 



 ４４

 

区  分 内       容 

（14）デュアルクラ

ス又は通常クラ

スのもののサー

ビス品質（故障

回復時間）に係

る利用料金の適

用 

ア 当社は、契約者（特定他社接続回線に係るものについては特定事業者の定める専用

サービス契約約款に規定する専用契約者を含みます。以下、この欄において同じとし

ます。）の責めによらない理由により、その国内インターネット接続サービスを全く利

用できない状態（その広帯域インターネット接続契約に係る電気通信設備（特定他社

接続回線を含みます。）による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態

と同程度となる場合を含みます。以下、この欄において同じとします。）が生じた場合

において、そのことを当社が知った時刻（第３９条（契約者の切分責任）の規定によ

り、その契約者が当社に修理の請求をした時刻（その時刻以前に当社がそのことを知

った場合は、その知った時刻とします。）とします。）から起算して１時間以上その状

態が連続したときは、その広帯域インターネット接続契約に係る利用料金（以下、「故

障回復時間返還料金額」といいます。）を返還します。 

ただし、次の場合は、この限りでありません。この場合の料金の取扱いについては、

当社は、第３１条（固定型に係る料金の支払義務）第２項又は第３２条（従量型に係

る料金の支払義務）第２項の規定を適用します。 

（ア） 第２５条（利用中止）第１項の規定により国内インターネット接続サービスの

利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したと

き。 

（イ） 第２６条（利用停止）第 1項の規定により国内インターネット接続サービスの

利用を停止したとき。 

（ウ） その契約者の責めによらない理由が別に定める国内インターネット接続サービ

スの提供区間以外の区間において生じたもののとき。 

（エ） 故障の原因が、契約者回線等の終端側にあった場合で、契約者の都合により故

障の修理ができないとき。 

イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、その国内インターネット接続サービスを

全く利用できない状態が連続した時点における２（料金額）の２－１又は２－２に規

定する利用料金の額（従量型に係るもののインターネット接続料については、平均利

用速度が 1Mbit/s までの料金額（以下、この欄において同じとします。）とします。以

下、この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。）に、次表に規定する料

金返還率を乗じて得た額とします。 

 

 

 

 

 



 ４５

 

区  分 内       容 

  

アに規定する状態が連続した時間 

（故障回復時間） 

料金返還率 

１時間以上   ２時間未満 １０％ 

２時間以上   ４時間未満 ２０％ 

４時間以上   ６時間未満 ３０％ 

６時間以上   ８時間未満 ４０％ 

８時間以上  ４８時間未満 ５０％ 

４８時間以上 １００％ 

 

ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次

の（ア）又は（イ）の規定により算出した料金額（以下「故障回復時間返還上限額」

といいます。）を上限として返還します。 

（ア） （イ）以外の場合 

    その料金月におけるその広帯域インターネット接続契約に係る利用料金（故

障回復時間返還基準額に係るもの（その料金月において料金表通則２の各号に

規定する場合が生じたときは、料金表通則２及び３の規定に基づき算出した額

とします。）に限ります。）の額（第３１条（固定型に係る料金の支払義務）第

２項第２号又は第３２条（従量型に係る料金の支払義務）第２項第２号の規定

により支払いを要しないこととなる料金額及び１の（１３）欄の規定により減

額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。）  

（イ） その料金月がその国内インターネット接続サービスの提供を開始した料金月で

あって、その国内インターネット接続サービスの提供を開始した日がその料金月

の初日以外の日の場合 

その料金月及び翌料金月について、それぞれ（ア）の規定に準じた方法によ

り算出した料金額の合計額 

エ アの場合において、その国内インターネット接続サービスを全く利用できない状態

が連続した場合が１の料金月（ウの（イ）の規定に該当する場合は、その規定に係る

２の料金月とします。以下この欄において同じとします。）において複数回となるとき

は、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。      

  ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超え

る場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 

 

 



 ４６

 

 

区  分 内       容 

（15）シングルクラ

ス又はエコノミー

クラスのもののサ

ービス品質（故障

回復時間）に係る

インターネット接

続料の適用 

ア 当社は、契約者（特定他社接続回線に係るものについては特定事業者の定める専用

サービス契約約款に規定する専用契約者を含みます。以下、この欄において同じとし

ます。）の責めによらない理由により、その国内インターネット接続サービスを全く利

用できない状態（その広帯域インターネット接続契約に係る電気通信設備による全て

の通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。

以下、この欄において同じとします。）が生じた場合において、そのことを当社が知っ

た時刻（第３９条（契約者の切分責任）の規定により、その契約者が当社に修理の請

求をした時刻（その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とし

ます。）とします。）から起算して１時間以上その状態が連続したときは、その広帯域

インターネット接続契約に係るインターネット接続料（以下、「故障回復時間返還料金

額」といいます。）を返還します。 

 ただし、次の場合は、この限りでありません。この場合の料金の取扱いについては、

当社は、第３１条（固定型に係る料金の支払義務）第２項又は第３２条（従量型に係

る料金の支払義務）第２項の規定を適用します。 

（ア） 第２５条（利用中止）第１項の規定により国内インターネット接続サービスの

利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知した

とき。 

（イ） 第２６条（利用停止）第 1項の規定により国内インターネット接続サービスの

利用を停止したとき。 

（ウ） その契約者の責めによらない理由が別に定める国内インターネット接続サービ

スの提供区間以外の区間において生じたもののとき。 

（エ） 故障の原因が、契約者回線等の終端側にあった場合で、契約者の都合により故

障の修理ができないとき。 

イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、その国内インターネット接続サービスを

全く利用できない状態が連続した時点における２（料金額）の２－１又は２－２に規

定するインターネット接続料の額（従量型に係るもののインターネット接続料につい

ては、平均利用速度が 1Mbit/s までの料金額（以下、この欄において同じとします。）

とします。以下、この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。）に、次表

に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 

 

 

 

 



 ４７

 

区  分 内       容 

 

 

 

アに規定する状態が連続した時間 

（故障回復時間） 

料金返還率 

１時間以上   ２時間未満 １０％ 

２時間以上   ４時間未満 ２０％ 

４時間以上   ６時間未満 ３０％ 

６時間以上   ８時間未満 ４０％ 

８時間以上  ４８時間未満 ５０％ 

４８時間以上 １００％ 

 

ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次

の（ア）又は（イ）の規定により算出した料金額（以下「故障回復時間返還上限額」

といいます。）を上限として返還します。 

（ア） （イ）以外の場合 

    その料金月におけるその広帯域インターネット接続契約に係るインターネッ

ト接続料（故障回復時間返還基準額に係るもの（その料金月において料金表通

則２の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則２及び３の規定に基づ

き算出した額とします。）に限ります。）の額（第３１条（固定型に係る料金の

支払義務）第２項第２号又は第３２条（従量型に係る料金の支払義務）第２項

第２号の規定により支払いを要しないこととなる料金額及び１の（１３）欄の

規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。）  

（イ） その料金月がその国内インターネット接続サービスの提供を開始した料金月で

あって、その国内インターネット接続サービスの提供を開始した日がその料金月

の初日以外の日の場合 

その料金月及び翌料金月について、それぞれ（ア）の規定に準じた方法によ

り算出した料金額の合計額 

エ アの場合において、その国内インターネット接続サービスを全く利用できない状態

が連続した場合が１の料金月（ウの（イ）の規定に該当する場合は、その規定に係る

２の料金月とします。以下この欄において同じとします。）において複数回となるとき

は、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。      

  ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超え

る場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 

 

 



 ４８

 

区  分 内       容 

（16）区分が固定型

及び従量型のも

ののサービス品

質（可用性）に

係るインターネ

ット接続料の適

用 

ア 当社は、当社が別に定める広帯域インターネット取扱局間に設置された電気通信回

線設備（契約者回線等を除きます。）において、当社が別に定める方法により測定し

たインターネットプロトコルによる通信の可用性が、２カ月連続して 99.9%を下回っ

た場合は、その各料金月における国内インターネット接続サービスのインターネット

接続料（Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ Plus 接続・インターネットのデュアルクラスに係るも

のは利用料金とします。）の額（従量型に係るものは、平均利用速度が 1Mbit/s まで

の場合の料金額とします。）に１／３０（可用性が３カ月以上連続して 99.9%を下回っ

た場合は、連続して 99.9%を下回った期間における３カ月目以降の料金月については

２／３０とします。）を乗じて得た額（以下「可用性返還料金額」といいます。）をそ

の契約者に返還します。 

ただし、既に可用性返還料金額が適用された料金月は除きます。 

イ アの規定による料金返還は、返還対象料金月の翌月末（その月の当社の最終営業日

とします。）までに、当社が別に定める方法により契約者が当社に請求した場合に限り、

料金を返還します。 

ウ 次のいずれかに該当する場合は、アに規定する可用性の測定対象から除外します。

（ア）第２５条（利用中止）による場合 

（イ）第２６条（利用停止）に該当する場合 

（ウ）第２７条（通信利用の制限等）に該当する場合 

（エ）契約者回線等の故障による場合 

（オ）原因が契約者の機器にある等、契約者の責めに帰すべき事由による場合 

（カ）当社にとって不可抗力に該当する事由による場合 

（17）区分が固定型

及び従量型のも

ののサービス品

質（遅延時間）

に係るインター

ネット接続料の

適用 

ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において当社が別に定める方

法により測定した遅延時間（その１の提供区間の一端から送信されたＩＰパケット

のその提供区間の往復に要する時間をいいます。）の料金月単位での平均時間が、２

の料金月を連続して４０ミリ秒を超えた場合は、その連続する２の料金月のうちの

最終料金月における国内インターネット接続サービスのインターネット接続料（Ｅ

ｔｈｅｒ－ＭＡＮ Plus 接続・インターネットのデュアルクラスに係るものは利用

料金とします。）の額（従量型に係るものは、平均利用速度が、1Mbit/s までの場合

の料金額とします。）に、１／３０（遅延時間が３カ月以上連続して４０ミリ秒を超

えた場合は、連続して４０ミリ秒を超えた期間における３カ月目以降の料金月につ

いては２／３０とします。）を乗じて得た額（「遅延時間返還料金額」といいます。）

をその契約者に返還します。 
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区  分 内       容 

 ただし、その国内インターネット接続サービスについて、その２の料金月を連続し

て利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。 

イ アの規定による料金返還は、返還対象料金月の翌月末（その月の当社の最終営業日

とします。）までに、当社が別に定める方法により契約者が当社に請求した場合に限り、

料金を返還します。 

（18）デュアルクラ

スのもののサービ

ス品質（開通遅延

期間）に係る利用

料金の適用 

ア 当社は、第９条（契約申込の承諾）の規定により広帯域インターネット接続契約の

申込みの承諾をした場合において、当社とその契約者とが合意したその契約者回線（デ

ュアルクラスによるものに限ります。以下、この欄において同じとします。）の提供の

開始予定日（以下、この欄において「開通予定日」といいます。）に、その契約者の責

めによらない理由によりその契約者回線の提供を開始できなかった場合は、開通予定

日からその契約者回線の提供を実際に開始した日までの日数（開通予定日の翌日から

起算して、実際に開始した日までの日数とします。以下、この欄において「開通遅延

日数」といいます。）に応じて、その広帯域インターネット接続契約に係る利用料金（以

下、この欄において「開通遅延返還料金額」といいます。）を返還します。 

イ 開通遅延返還料金額は、その契約者回線の提供を開始した日における利用料金（従

量型に係るもののインターネット接続料については、平均利用速度が 1Mbit/s まで

の料金額（以下、この欄において同じとします。）とします。以下、この欄の規定に

おいて「開通遅延返還基準額」といいます。）を基に算出します。  

ウ アの場合において、その契約者回線に係る開通遅延返還料金額は、開通遅延返還基

準額に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 

ただし、返還する開通遅延返還料金額は、（ア）又は（イ）の規定により算出する料

金額（以下「開通遅延返還上限額」といいます。）を上限として適用します。 

（ア） （イ）以外の場合 

    その料金月におけるその広帯域インターネット接続契約に係る利用料金（開

通遅延返還基準額に係るもの（その料金月において料金表通則２の各号に規定

する場合が生じたときは、料金表通則２及び３の規定に基づき算出した額とし

ます。）に限ります。）の額（第３１条（固定型に係る料金の支払義務）第２項

第２号又は第３２条（従量型に係る料金の支払義務）第２項第２号の規定によ

り支払いを要しないこととなる料金額及び１の（１３）欄の適用による減額と

なる料金額をそれぞれ減じた額とします。） 
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区  分 内       容 

  

（イ） その料金月がその広帯域インターネット接続サービスの提供を開始した料金月で

あって、その広帯域インターネット接続サービスの提供を開始した日がその料金

月の初日以外の日の場合 

その料金月及び翌料金月について、それぞれ（ア）の規定に準じた方法により

算出した料金額の合計額 

 

開通遅延日数 料金返還率 

1 日 １０％ 

2 日以上 15 日未満 開通遅延日数が1日となる場合に適用される料金返

還率に、1日を超える 1日ごとに２％を加算した率

15 日 ３８％ 

16 日以上 31 日未満 開通遅延日数が 15 日となる場合に適用される料金

返還率に、15 日を超える 1日ごとに３％を加算した

率 

31 日以上 ９０％ 
 

（19）シングルクラ

スのサービス品質

（開通遅延期間）

に係るインターネ

ット接続料の適用 

ア 当社は、第９条（契約申込の承諾）の規定により広帯域インターネット接続契約の

申込みの承諾をした場合において、当社とその契約者とが合意したその契約者回線（シ

ングルクラスによるものに限ります。以下、この欄において同じとします。）の提供の

開始予定日（以下、この欄において「開通予定日」といいます。）に、その契約者の責

めによらない理由によりその契約者回線の提供を開始できなかった場合は、開通予定

日からその契約者回線の提供を実際に開始した日までの日数（開通予定日の翌日から

起算して、実際に開始した日までの日数とします。以下、この欄において「開通遅延

日数」といいます。）に応じて、その広帯域インターネット接続契約に係るインターネ

ット接続料（以下、この欄において「開通遅延返還料金額」といいます。）を返還しま

す。 

イ 開通遅延返還料金額は、その契約者回線の提供を開始した日におけるインターネッ

ト接続料（従量型に係るもののインターネット接続料については、平均利用速度が

1Mbit/s までの料金額（以下、この欄において同じとします。）とします。以下、この

欄の規定において「開通遅延返還基準額」といいます。）を基に算出します。 
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区  分 内       容 

 ウ アの場合において、その契約者回線に係る開通遅延返還料金額は、開通遅延返還基

準額に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 

ただし、返還する開通遅延返還料金額は、（ア）又は（イ）の規定により算出する料

金額（以下「開通遅延返還上限額」といいます。）を上限として適用します。 

 

（ア） （イ）以外の場合 

    その料金月におけるその広帯域インターネット接続契約に係るインターネッ

ト接続料（開通遅延返還基準額に係るもの（その料金月において料金表通則２

の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則２及び３の規定に基づき算

出した額とします。）に限ります。）の額（第３１条（固定型に係る料金の支払

義務）第２項第２号又は第３２条（従量型に係る料金の支払義務）第２項第２

号の規定により支払いを要しないこととなる料金額及び１の（１３）欄の適用

による減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。） 

（イ） その料金月がその広帯域インターネット接続サービスの提供を開始した料金月

であって、その広帯域インターネット接続サービスの提供を開始した日がその料

金月の初日以外の日の場合 

その料金月及び翌料金月について、それぞれ（ア）の規定に準じた方法により

算出した料金額の合計額 

 

  開通遅延日数 料金返還率 

1 日 １０％ 

2 日以上 15 日未満 開通遅延日数が1日となる場合に適用される料金

返還率に、1日を超える 1日ごとに２％を加算し

た率 

15 日 ３８％ 

16 日以上 31 日未満 開通遅延日数が 15 日となる場合に適用される料

金返還率に、15 日を超える 1日ごとに３％を加算

した率 

31 日以上 ９０％ 
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２ 料金額 

 

 ２－１ 広帯域インターネット接続サービスに係る利用料金 

 

２－１－１ ＫＶＨ専用アクセス・インターネット（固定型・デュアルクラス）に係る利用料金 

（１）１．５Ｍｂ／ｓのもの 

                                                        １契約者回線ごとに月額 

料金種別 料金額（税込額） 

インターネット接続料 ３０，０００円 (３１，５００円)

アクセス回線料 ９６，０００円  (１００，８００円)

 

  ２－１－２ Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ Plus 接続・インターネット（固定型）に係る利用料金 

（１）１０ＢａｓｅＴのもの（専用型のもの） 

     ア インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

1Mb/s  ２０，０００円  (２１，０００円) 

2Mb/s  ４０，０００円  (４２，０００円) 

3Mb/s  ５９，０００円  (６１，９５０円) 

5Mb/s ９９，０００円 (１０３，９５０円) 

7Mb/s １３９，０００円 (１４５，９５０円) 

10Mb/s ２０９，８８０円 (２２０，３７４円) 

    

イ アクセス回線料 

  （ア）デュアルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

   品 目 料金額（税込額） 

1Mb/s ８７，５００円      (９１，８７５円) 

2Mb/s ９５，０００円    (９９，７５０円) 

3Mb/s １０２，５００円  (１０７，６２５円) 

5Mb/s １１７，５００円  (１２３，３７５円) 

7Mb/s １３２，５００円  (１３９，１２５円) 

10Mb/s １４７，５００円  (１５４，８７５円) 
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（イ）シングルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

   品 目 料金額（税込額） 

1Mb/s   ８０，５００円     (８４，５２５円) 

2Mb/s    ８８，０００円   (９２，４００円) 

3Mb/s   ９５，５００円   (１００，２７５円) 

5Mb/s     １１０，５００円   (１１６，０２５円) 

7Mb/s １２５，５００円   (１３１，７７５円) 

10Mb/s   １４０，５００円  (１４７，５２５円) 

 

（２）１００ＢａｓｅＴＸのもの 

    ア 専用型のもの 

（ア）インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

10Mb/s ２０９，８８０円      (２２０，３７４円)

20Mb/s ３９６，０００円    (４１５，８００円)

30Mb/s ５９４，０００円    (６２３，７００円)

40Mb/s ７９２，０００円    (８３１，６００円)

50Mb/s ９９０，０００円  (１，０３９，５００円)

60Mb/s １，１８８，０００円  (１，２４７，４００円)

70Mb/s １，３８６，０００円  (１，４５５，３００円)

80Mb/s １，５８４，０００円  (１，６６３，２００円)

100Mb/S １，９８０，０００円  (２，０７９，０００円)

 

（イ）アクセス回線料 

     Ａ．デュアルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

  品 目 料金額（税込額） 

10Mb/s １４７，５００円    (１５４，８７５円) 

20Mb/s  １５１，０００円    (１５８，５５０円) 

30Mb/s １５４，５００円    (１６２，２２５円) 

40Mb/s １５８，０００円    (１６５，９００円) 

50Mb/s   １６１，５００円    (１６９，５７５円) 
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60Mb/s １６５，０００円    (１７３，２５０円) 

70Mb/s １６８，５００円    (１７６，９２５円) 

80Mb/s １７２，０００円    (１８０，６００円) 

100Mb/S   １７５，５００円    (１８４，２７５円) 

 

Ｂ．シングルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

10Mb/s １４０，５００円  (１４７，５２５円) 

20Mb/s １４４，０００円  (１５１，２００円) 

30Mb/s １４７，５００円  (１５４，８７５円) 

40Mb/s １５１，０００円  (１５８，５５０円) 

50Mb/s １５４，５００円  (１６２，２２５円) 

60Mb/s １５８，０００円  (１６５，９００円) 

70Mb/s １６１，５００円  (１６９，５７５円) 

80Mb/s １６５，０００円  (１７３，２５０円) 

100Mb/S  １６８，５００円  (１７６，９２５円) 

 

イ 共用型のもの 

（ア）インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

100Mb/s ２００，０００円 (２１０，０００円) 

 

（イ）アクセス回線料 

  Ａ．デュアルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

100Mb/s ２１８，５００円 (２２９，４２５円) 

 

Ｂ．シングルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

100Mb/s １６８，５００円 (１７６，９２５円) 
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２－１－３ Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ ＥＸ接続・インターネットに係る利用料金 

  （１）アクセス専用型のもの 

① １０ＢａｓｅＴのもの 

     ア 固定型のもの 

（ア）インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

1Mb/s １２０，０００円 (１２６，０００円) 

2Mb/s １７７，０００円 (１８５，８５０円) 

3Mb/s ２４９，０００円 (２６１，４５０円) 

5Mb/s ４１６，０００円 (４３６，８００円) 

7Mb/s ５８２，０００円 (６１１，１００円) 

10Mb/s ８３２，０００円 (８７３，６００円) 

 

（イ）アクセス回線料 

   Ａ．デュアルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

   品 目 料金額（税込額） 

1Mb/s ８８，４００円      (９２，８２０円) 

2Mb/s １０４，６５０円 (１０９，８８２．５円) 

3Mb/s １１３，７５０円 (１１９，４３７．５円) 

5Mb/s １２５，４５０円 (１３１，７２２．５円) 

7Mb/s １３３，２５０円 (１３９，９１２．５円) 

10Mb/s １４１，５７０円 (１４８，６４８．５円) 

 

Ｂ．シングルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

   品 目 料金額（税込額） 

1Mb/s   ７０，０００円   (７３，５００円) 

2Mb/s       ８２，５００円   (８６，６２５円) 

3Mb/s   ８９，５００円   (９３，９７５円) 

5Mb/s       ９８，５００円 (１０３，４２５円) 

7Mb/s １０４，５００円 (１０９，７２５円) 

10Mb/s   １１０，９００円 (１１６，４４５円) 
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イ 従量型のもの 

（ア）インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

    平均利用速度 料金額（税込額） 

1Mbit/s まで  ８６，０００円   (９０，３００円) 

1Mbit/s を超え 2Mbit/s まで １７２，０００円 (１８０，６００円) 

2Mbit/s を超え 3Mbit/s まで ２５８，０００円 (２７０，９００円) 

3Mbit/s を超え 4Mbit/s まで ３４４，０００円 (３６１，２００円) 

4Mbit/s を超え 5Mbit/s まで ４３０，０００円 (４５１，５００円) 

5Mbit/s を超え 6Mbit/s まで ５１６，０００円 (５４１，８００円) 

6Mbit/s を超え 7Mbit/s まで ６０２，０００円 (６３２，１００円) 

7Mbit/s を超え 8Mbit/s まで ６８８，０００円 (７２２，４００円) 

8Mbit/s を超え 9Mbit/s まで ７７４，０００円 (８１２，７００円) 

9Mbit/s を超え 10Mbit/s まで ８６０，０００円 (９０３，０００円) 

 

（イ）アクセス回線料 

１契約者回線ごとに月額 

     品 目 料金額（税込額） 

デュアルクラス 10Mb/s １４１，５７０円 (１４８，６４８．５円) 

シングルクラス 10Mb/s １１０，９００円   (１１６，４４５円) 

 

② １００ＢａｓｅＴＸのもの 

    ア 固定型のもの 

（ア）インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

10Mb/s ８３２，０００円     (８７３，６００円) 

20Mb/s １，６６３，０００円 (１，７４６，１５０円) 

30Mb/s ２，４９５，０００円 (２，６１９，７５０円) 

50Mb/s ４，１５８，０００円 (４，３６５，９００円) 

70Mb/s ４，７９７，０００円 (５，０３６，８５０円) 

100Mb/S ５，０９８，０００円 (５，３５２，９００円) 
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（イ）アクセス回線料 

    Ａ．デュアルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

  品 目 料金額（税込額） 

10Mb/s １５０，７００円    (１５８，２３５円) 

20Mb/s  １６５，０００円    (１７３，２５０円) 

30Mb/s １７１，５００円    (１８０，０７５円) 

50Mb/s   １７８，０００円    (１８６，９００円) 

70Mb/s １８３，２００円    (１９２，３６０円) 

100Mb/S   １８８，４００円    (１９７，８２０円) 

 

Ｂ．シングルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

10Mb/s １１１，０００円 (１１６，５５０円) 

20Mb/s １２２，０００円 (１２８，１００円) 

30Mb/s １２７，０００円 (１３３，３５０円) 

50Mb/s １３２，０００円 (１３８，６００円) 

70Mb/s １３６，０００円 (１４２，８００円) 

100Mb/S  １４０，０００円 (１４７，０００円) 

 

イ 従量型のもの 

（ア）インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

平均利用速度 料金額（税込額） 

1Mbit/s まで ９５，０００円      (９９，７５０円)

1Mbit/s を超え 2Mbit/s まで １９０，０００円    (１９９，５００円)

2Mbit/s を超え 3Mbit/s まで ２８４，０００円    (２９８，２００円)

3Mbit/s を超え 4Mbit/s まで ３７８，０００円    (３９６，９００円)

4Mbit/s を超え 5Mbit/s まで ４７３，０００円    (４９６，６５０円)

5Mbit/s を超え 6Mbit/s まで ５６８，０００円    (５９６，４００円)

6Mbit/s を超え 7Mbit/s まで ６６２，０００円    (６９５，１００円)

7Mbit/s を超え 8Mbit/s まで ７５７，０００円    (７９４，８５０円)

8Mbit/s を超え 9Mbit/s まで ８５１，０００円    (８９３，５５０円)

9Mbit/s を超え 10Mbit/s まで ９４６，０００円    (９９３，３００円)
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10Mbit/s を超え 15Mbit/s まで １，４１９，０００円 (１，４８９，９５０円)

15Mbit/s を超え 20Mbit/s まで １，８９１，０００円 (１，９８５，５５０円)

20Mbit/s を超え 25Mbit/s まで ２，３６５，０００円 (２，４８３，２５０円)

25Mbit/s を超え 30Mbit/s まで ２，８３７，０００円 (２，９７８，８５０円)

30Mbit/s を超え 35Mbit/s まで ３，３１０，０００円 (３，４７５，５００円)

35Mbit/s を超え 40Mbit/s まで ３，７８３，０００円 (３，９７２，１５０円)

40Mbit/s を超え 45Mbit/s まで ４，２５６，０００円 (４，４６８，８００円)

45Mbit/s を超え 50Mbit/s まで ４，７２９，０００円 (４，９６５，４５０円)

50Mbit/s を超え 55Mbit/s まで ５，２０２，０００円 (５，４６２，１００円)

55Mbit/s を超え 60Mbit/s まで ５，３４２，０００円 (５，６０９，１００円)

60Mbit/s を超え 65Mbit/s まで ５，３９８，０００円 (５，６６７，９００円)

65Mbit/s を超え 70Mbit/s まで ５，４５６，０００円 (５，７２８，８００円)

70Mbit/sを超え100Mbit/sまで ５，７９８，０００円 (６，０８７，９００円)

 

（イ）アクセス回線料 

１契約者回線ごとに月額 

     品 目 料金額（税込額） 

デュアルクラス 100Mb/s １８８，４００円 (１９７，８２０円)

シングルクラス 100Mb/s １４０，０００円 (１４７，０００円)

 

 

２－１－４ Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ接続・インターネットに係る利用料金 

  （１）１０ＢａｓｅＴのもの 

    ア 固定型のもの 

（ア）インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

1Mb/s １２０，０００円 (１２６，０００円) 

2Mb/s １７７，０００円 (１８５，８５０円) 

3Mb/s ２４９，０００円 (２６１，４５０円) 

5Mb/s ４１６，０００円 (４３６，８００円) 

7Mb/s ５８２，０００円 (６１１，１００円) 

10Mb/s ８３２，０００円 (８７３，６００円) 
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（イ）アクセス回線料 

   Ａ．デュアルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

   品 目 料金額（税込額） 

1Mb/s ７５，４００円      (７９，１７０円) 

2Mb/s ９１，６５０円   (９６，２３２.５円) 

3Mb/s １００，７５０円 (１０５，７８７.５円) 

5Mb/s １１２，４５０円 (１１８，０７２.５円) 

7Mb/s １２０，２５０円 (１２６，２６２.５円) 

10Mb/s １２８，５７０円 (１３４，９９８.５円) 

 

Ｂ．シングルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

   品 目 料金額（税込額） 

1Mb/s   ５８，０００円   (６０，９００円) 

2Mb/s       ７０，５００円   (７４，０２５円) 

3Mb/s   ７７，５００円   (８１，３７５円) 

5Mb/s        ８６，５００円   (９０，８２５円) 

7Mb/s    ９２，５００円   (９７，１２５円) 

10Mb/s   ９８，９００円 (１０３，８４５円) 

 

イ 従量型のもの 

（ア）インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

    平均利用速度 料金額（税込額） 

1Mbit/s まで  ８６，０００円   (９０，３００円) 

1Mbit/s を超え 2Mbit/s まで １７２，０００円 (１８０，６００円) 

2Mbit/s を超え 3Mbit/s まで ２５８，０００円 (２７０，９００円) 

3Mbit/s を超え 4Mbit/s まで ３４４，０００円 (３６１，２００円) 

4Mbit/s を超え 5Mbit/s まで ４３０，０００円 (４５１，５００円) 

5Mbit/s を超え 6Mbit/s まで ５１６，０００円 (５４１，８００円) 

6Mbit/s を超え 7Mbit/s まで ６０２，０００円 (６３２，１００円) 

7Mbit/s を超え 8Mbit/s まで ６８８，０００円 (７２２，４００円) 

8Mbit/s を超え 9Mbit/s まで ７７４，０００円 (８１２，７００円) 

9Mbit/s を超え 10Mbit/s まで ８６０，０００円 (９０３，０００円) 
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（イ）アクセス回線料 

１契約者回線ごとに月額 

     品 目 料金額（税込額） 

デュアルクラス 10Mb/s １２８，５７０円 (１３４，９９８.５円) 

シングルクラス 10Mb/s ９８，９００円 (１０３，８４５円) 

 

（２）１００ＢａｓｅＴＸのもの 

    ア 固定型のもの 

（ア）インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

10Mb/s ８３２，０００円     (８７３，６００円) 

20Mb/s １，６６３，０００円 (１，７４６，１５０円) 

30Mb/s ２，４９５，０００円 (２，６１９，７５０円) 

50Mb/s ４，１５８，０００円 (４，３６５，９００円) 

70Mb/s ４，７９７，０００円 (５，０３６，８５０円) 

100Mb/S ５，０９８，０００円 (５，３５２，９００円) 

 

（イ）アクセス回線料 

    Ａ．デュアルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

  品 目 料金額（税込額） 

10Mb/s １２８，７００円    (１３５，１３５円) 

20Mb/s  １４３，０００円    (１５０，１５０円) 

30Mb/s １４９，５００円    (１５６，９７５円) 

50Mb/s   １５６，０００円    (１６３，８００円) 

70Mb/s １６１，２００円    (１６９，２６０円) 

100Mb/S   １６６，４００円    (１７４，７２０円) 

 

Ｂ．シングルクラス 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額（税込額） 

10Mb/s ９９，０００円 (１０３，９５０円) 

20Mb/s １１０，０００円 (１１５，５００円) 
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30Mb/s １１５，０００円 (１２０，７５０円) 

50Mb/s １２０，０００円 (１２６，０００円) 

70Mb/s １２４，０００円 (１３０，２００円) 

100Mb/S  １２８，０００円 (１３４，４００円) 

 

イ 従量型のもの 

（ア）インターネット接続料 

１契約者回線ごとに月額 

平均利用速度 料金額（税込額） 

1Mbit/s まで ９５，０００円      (９９，７５０円)

1Mbit/s を超え 2Mbit/s まで １９０，０００円    (１９９，５００円)

2Mbit/s を超え 3Mbit/s まで ２８４，０００円    (２９８，２００円)

3Mbit/s を超え 4Mbit/s まで ３７８，０００円    (３９６，９００円)

4Mbit/s を超え 5Mbit/s まで ４７３，０００円    (４９６，６５０円)

5Mbit/s を超え 6Mbit/s まで ５６８，０００円    (５９６，４００円)

6Mbit/s を超え 7Mbit/s まで ６６２，０００円    (６９５，１００円)

7Mbit/s を超え 8Mbit/s まで ７５７，０００円    (７９４，８５０円)

8Mbit/s を超え 9Mbit/s まで ８５１，０００円    (８９３，５５０円)

9Mbit/s を超え 10Mbit/s まで ９４６，０００円    (９９３，３００円)

10Mbit/s を超え 15Mbit/s まで １，４１９，０００円 (１，４８９，９５０円)

15Mbit/s を超え 20Mbit/s まで １，８９１，０００円 (１，９８５，５５０円)

20Mbit/s を超え 25Mbit/s まで ２，３６５，０００円 (２，４８３，２５０円)

25Mbit/s を超え 30Mbit/s まで ２，８３７，０００円 (２，９７８，８５０円)

30Mbit/s を超え 35Mbit/s まで ３，３１０，０００円 (３，４７５，５００円)

35Mbit/s を超え 40Mbit/s まで ３，７８３，０００円 (３，９７２，１５０円)

40Mbit/s を超え 45Mbit/s まで ４，２５６，０００円 (４，４６８，８００円)

45Mbit/s を超え 50Mbit/s まで ４，７２９，０００円 (４，９６５，４５０円)

50Mbit/s を超え 55Mbit/s まで ５，２０２，０００円 (５，４６２，１００円)

55Mbit/s を超え 60Mbit/s まで ５，３４２，０００円 (５，６０９，１００円)

60Mbit/s を超え 65Mbit/s まで ５，３９８，０００円 (５，６６７，９００円)

65Mbit/s を超え 70Mbit/s まで ５，４５６，０００円 (５，７２８，８００円)

70Mbit/sを超え100Mbit/sまで ５，７９８，０００円 (６，０８７，９００円)
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（イ）アクセス回線料 

１契約者回線ごとに月額 

     品 目 料金額（税込額） 

デュアルクラス 100Mb/s １６６，４００円 (１７４，７２０円)

シングルクラス 100Mb/s １２８，０００円 (１３４，４００円)

 

 

２－２ 他社回線接続・インターネット接続サービスに係る利用料金 

   

（１）１．５Ｍｂ／ｓのもの（固定型のもの） 

   

 ア インターネット接続料 

       

１接続契約者回線等ごとに月額 

料金額（税込額） 

３０，０００円 (３１，５００円)

 

イ アクセス回線料 

（ア）特定他社接続回線が東日本電信電話株式会社のもの 

        Ａ．通常クラスのもの 

１接続契約者回線等ごとに月額 

距 離 区 分 料金額（税込額） 

特定他社接続回線が同一の単位料金区域

に終始するもの 

183,000 円 (192,150 円)

１０ｋｍまでのもの 230,000 円 (241,500 円)特定他社接続

回線が上欄以

外のもの １０ｋｍを超えるもの 230,000 円(241,500 円)に１０ｋｍまで

ごとに 13,000 円(13,650 円)を加えた額

（注）特定他社接続回線は、東京都内（島嶼部を除く）又は神奈川県内に終始するものに限ります。 

 

Ｂ．エコノミークラスのもの 

１接続契約者回線等ごとに月額 

距 離 区 分 料金額（税込額） 

特定他社接続回線が同一の単位料金区域

に終始するもの 

104,000 円 (109,200 円)
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１０ｋｍまでのもの 152,000 円 (159,600 円)特定他社接続

回線が上欄以

外のもの １０ｋｍを超えるもの 152,000 円(159,600 円)に１０ｋｍまで

ごとに 13,000 円(13,650 円)を加えた額

（注）特定他社接続回線は、東京都内（島嶼部を除く）又は神奈川県内に終始するものに限ります。 

 

（イ）特定他社接続回線が西日本電信電話株式会社のもの 

        Ａ．通常クラスのもの 

１接続契約者回線等ごとに月額 

距 離 区 分 料金額（税込額） 

特定他社接続回線が同一の単位料金区

域に終始するもの 

166,000 円 (174,300 円)

１０ｋｍまでのもの 216,000 円 (226,800 円)特定他社接続

回線が上欄以

外のもの １０ｋｍを超えるも

の 

216,000 円(226,800 円)に１０ｋｍまでご

とに 11,000 円(11,550 円)を加えた額 

（注）特定他社接続回線は、大阪府内に終始するものに限ります。 

 

Ｂ．エコノミークラスのもの 

１接続契約者回線等ごとに月額 

距 離 区 分 料金額（税込額） 

特定他社接続回線が同一の単位料金区

域に終始するもの 

115,000 円 (120,750 円)

１０ｋｍまでのもの 165,000 円 (173,250 円)特定他社接

続回線が上

欄以外のも

の 

１０ｋｍを超えるもの 165,000 円(173,250 円)に１０ｋｍまでご

とに 11,000 円(11,550 円)を加えた額 

（注）特定他社接続回線は、大阪府内に終始するものに限ります。 

 

２－３ 外国インターネット接続サービスに係る利用料金 

 

（１）１．５Ｍｂ／ｓのもの 

１外国契約者回線ごとに月額 

料金額 

別に定める料金額
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(注 1) 提供できない取扱地域があります。 

      (注 2) 取扱地域により料金額が異なります。 

 

（２）２Ｍｂ／ｓのもの 

１外国契約者回線ごとに月額 

料金額 

別に定める料金額

(注 1) 提供できない取扱地域があります。 

      (注 2) 取扱地域により料金額が異なります。 

 

（３）１０ＢａｓｅＴのもの 

１外国契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額 

1Mb/s 別に定める料金額 

2Mb/s 別に定める料金額 

3Mb/s 別に定める料金額 

5Mb/s 別に定める料金額 

7Mb/s 別に定める料金額 

10Mb/s 別に定める料金額 

(注 1) 品目により提供できない取扱地域があります。 

                 (注 2) 取扱地域により料金額が異なります。 

 

（４）１００ＢａｓｅＴＸのもの 

１外国契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額 

10Mb/s 別に定める料金額 

20Mb/s 別に定める料金額 

30Mb/s 別に定める料金額 

50Mb/s 別に定める料金額 

70Mb/s 別に定める料金額 

100Mb/S 別に定める料金額 

(注 1) 品目により提供できない取扱地域があります。 

                     (注 2) 取扱地域により料金額が異なります。 
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（５）１０００ＢａｓｅＳＸのもの 

１外国契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額 

100Mb/s 別に定める料金額 

200Mb/s 別に定める料金額 

300Mb/s 別に定める料金額 

400Mb/s 別に定める料金額 

1000Mb/s 別に定める料金額 

(注 1) 品目により提供できない取扱地域があります。 

                     (注 2) 取扱地域により料金額が異なります。 

 

２－４ 加算額 

 

    契約者回線に係るもの（Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ Plus 接続・インターネットの契約者回線、Ｅｔｈｅｒ

－ＭＡＮ ＥＸ接続・インターネットの契約者回線及び接続契約者回線等に係るものを除きます。） 

                                                                                      月額 

料金種別 単位 区  分 料金額（税込額） 

1.5Mb/s 用のもの ９，５００円   (９，９７５円)

10BaseT 用のもの １１，０００円 (１１，５５０円)

デュアルク

ラスのもの 

100BaseTX 用のも

の 

２０，０００円 (２１，０００円)

ア 回線終端装置 1 台ごと

に 

シングルクラスのもの １０，０００円 (１０，５００円)

イ 配線設備 

（配線盤から回

線終端装置まで

の間の配線設備） 

1 配線ご

とに 

デュアルクラス又はシングルクラ

スの場合 

 ２，０００円   (２，１００円)

  （注）上表の加算額は、１の契約者回線について、回線終端装置を１台（又は配線設備を 1配線） 

として料金額を適用します。 
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２－５ 付加機能使用料 

                                                  月額 

区       分 単 位 料金額 

プライマリ 

ネームサーバ 

１ゾーン 

ごとに 

別に定める料金額 ア．契約の単位はネームサーバに登

録されたドメイン名又はＩＰア

ドレス情報の管理単位（以下「ゾ

ーン」といいます。）とします。

イ．プライマリネームサーバ、セカ

ンダリネームサーバを提供しま

す。 

セカンダリ 

ネームサーバ 

１ゾーン 

ごとに 

別に定める料金額 

ＤＮＳ 

管理機能 

備考 セカンダリネームサーバについては、１ゾーンは無料とします。 
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第 2表 工事に関する費用 

 

 第１ 工事費 

１ 適 用 

広帯域インターネット接続サービス等に係る工事費の適用については、第３３条（工事費の支払義務）の

規定によるほか次のとおりとします。 

 

（１） 契約者等回線に係る工事費の適用 

 

区 分 内   容 

① 工事費の適用 工事費は、工事を要する契約者等回線について、1の工事ごとに適用します。

② 工事の適用区分 工事の区分は次のとおりとします。 

ア 回線終端装置に係る工事 

回線終端装置の工事を要する場合（パッケージの追加・取替えを含み

ます。）に適用します。 

イ 配線設備に係る工事 

配線設備の工事を要する場合に適用します。 

ウ 取扱局内工事 

取扱局交換設備、主配線盤又は蓄積装置等において工事を要する場合

に適用します。 

（ア）交換機等工事 

取扱局交換設備等において工事を要する場合に適用します。 

（イ）スイッチポート設定工事 

スイッチポートの設定等の工事を要する場合に適用します。 

（ウ）インターネット接続工事 

蓄積装置等において工事を要する場合に適用します。 

（エ）従量課金設定工事 

   従量型の場合で、課金設定工事を要する場合に適用します。 

（オ）品目変更に係る工事 

Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ Ｐｌｕｓ接続・インターネットのものについて、

品目変更に係る取扱局交換設備等の工事を要する場合に適用します。

エ 付加機能に係る工事 

付加機能の利用の開始、変更及び一時中断の再利用等の場合に適用し

ます。 
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（２） 特定他社接続回線に係る工事費の適用 

 

工事費の適用 

ア 特定他社接続回線に

係る工事費の適用 

当社は、特定他社接続回線に係る工事費について、特定事業者の定める

専用サービス契約約款に規定する工事に関する費用の適用に準じて取

り扱うほか、当該特定事業者との間で締結した相互接続協定に規定する

工事費を適用して取り扱います。 

イ 工事費の適用除外及

び減額の適用 

当社は、２の（２）（特定他社接続回線に係る工事費の額）の規定にか

かわらず、当該特定事業者との間で締結した相互接続協定に基づき、又

は工事の態様等を勘案して、その工事費の額について適用を除外するこ

と又は減額して適用することがあります。 

 

（３） 外国契約者回線に係る工事費の適用 

 

     工事費の適用は当社が別に定めるところによります。 
 

２ 工事費の額 

 

（１） 契約者等回線に係る工事費の額 

 

ア 回線終端装置及び配線設備に係る工事 

     

（ア） ＫＶＨ専用アクセス・インターネット、Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ ＥＸ接続・インターネット（アクセ

ス専用型のもの）又はＥｔｈｅｒ－ＭＡＮ 接続・インターネットのもの 

１の工事ごとに 

工事の種類 区  分 工事費の額(税込額) 

ア 契約の申込みの場合 4,500 円(4,725 円)回線終端装置に係る工事 

イ 契約者回線の請求に係る場合 別に算定する実費

ア 契約の申込みの場合 8,000 円(8,400 円)配線設備に係る工事 

イ 契約者回線の請求に係る場合 別に算定する実費
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備考 

 １．「契約の申込み」の場合であって工事の着手後完了前にその契約の解除又はその工事の請求の

取消しがあった場合の回線終端装置及び配線設備に係る工事費の額については、上表の工事費の

額にかかわらず「別に算定する実費」とします。 

２．その契約者回線が「契約の解除」と同時に「契約の申込み」を行うこととなる場合の回線終端

装置及び配線設備に係る工事費の額については、上表の工事費の額にかかわらず「別に算定する

実費」とします。 

 

（イ） Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ Ｐｌｕｓ接続・インターネットのもの 

１の工事ごとに 

工事の種類 区  分 工事費の額(税込額) 

ア 契約の申込みの場合 35,000 円(36,750 円)回線終端装置及び配線設備

に係る工事 イ 契約者回線の請求に係る場合 別に算定する実費

備考 

 １．「契約の申込み」の場合であって工事の着手後完了前にその契約の解除又はその工事の請求の

取消しがあった場合の回線終端装置及び配線設備に係る工事費の額については、上表の工事費の

額にかかわらず「別に算定する実費」とします。 

２．その契約者回線が「契約の解除」と同時に「契約の申込み」を行うこととなる場合の回線終端

装置及び配線設備に係る工事費の額については、上表の工事費の額にかかわらず「別に算定する

実費」とします。 

 

   イ 取扱局内工事 

     

（ア）ＫＶＨ専用アクセス・インターネット、Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ ＥＸ接続・インターネット（アクセス

専用型のもの）又はＥｔｈｅｒ－ＭＡＮ 接続・インターネットのもの  

 

工 事 の 種 類 単 位 工事費の額 

(税込額) 

1.5Mb/s のもの １の工事ごとに     ２０，０００円

(２１，０００円)

交換機等工事 １の工事ごとに       １，０００円

(１，０５０円)

 

 

 

 

 

固

デ ュ ア

ル ク ラ

ス の も

の 

10BaseT 

のもの 

インターネット接続工事 １の工事ごとに   １００，０００円

(１０５，０００円)
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交換機等工事 １の工事ごとに       １，０００円

(１，０５０円)

100BaseTX 

のもの 

インターネット接続工事 １の工事ごとに   ３００，０００円

(３１５，０００円)

交換機等工事 １の工事ごとに       １，０００円

(１，０５０円)

スイッチポート設定工事 １の工事ごとに     ３０，０００円

(３１，５００円)

10BaseT のもの １の工事ごとに   １００，０００円

(１０５，０００円)

定

型 

 

 

シ ン グ

ル ク ラ

ス の も

の 

イ ン タ ー

ネ ッ ト 接

続工事 100BaseTX のもの １の工事ごとに   ３００，０００円

(３１５，０００円)

交換機等工事 １の工事ごとに       １，０００円

(１，０５０円)

従量課金設定工事 １の工事ごとに   １５０，０００円

(１５７，５００円)  

10BaseT のもの １の工事ごとに   １００，０００円

(１０５，０００円)

デ ュ ア

ル ク ラ

ス の も

の 

インターネッ

ト接続工事 

100BaseTX のもの １の工事ごとに   ３００，０００円

(３１５，０００円)

交換機等工事 １の工事ごとに       １，０００円

(１，０５０円)

スイッチポート設定工事 １の工事ごとに     ３０，０００円

(３１，５００円)

従量課金設定工事 １の工事ごとに   １５０，０００円

(１５７，５００円)  

10BaseT のもの １の工事ごとに   １００，０００円

(１０５，０００円)

 

 

 

 

従

量

型 

シ ン グ

ル ク ラ

ス の も

の 

インターネッ

ト接続工事 

100BaseTX のもの １の工事ごとに   ３００，０００円

(３１５，０００円)
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（イ） Ｅｔｈｅｒ－ＭＡＮ Ｐｌｕｓ接続・インターネットのもの 

 

工 事 の 種 類 単 位 工事費の額 

(税込額) 

交換機等工事 

 

１の工事ごとに       １７，５００円

(１８，３７５円)

スイッチポート設定工事 １の工事ごとに       ３１，０００円

(３２，５５０円)

品目変更に係る工事 １の工事ごとに       ３０，０００円

(３１，５００円)  

 

ウ 付加機能に係る工事 

 

工 事 の 種 類 単 位 工事費の額 

 

ＤＮＳ管理機能 １の工事ごとに 別に算定する実費

 

（２） 特定他社接続回線に係る工事費の額 

 

 工事費の額 

特定事業者の定める専用サービス契約約款及び相互接続協定に規定する工事費の額 

 

（３） 外国契約者回線に係る工事費 

 

    工事費の額は当社が別に定めるところによります。 
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第 2 線路等設備費 

 

1 適 用 

 区 分 内     容 

線路等設備費 ア 線路等設備費は、次の設備について適用します。 

当社がその契約者からの契約の申込み又は工事を要する請求に基づき、契約者回

線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）及び建物内において契

約者回線を設置するために必要な電気通信設備（その電気通信設備を設置するた

めの管路等を含みます。）の部分（配線盤から回線終端装置までの間の配線設備

及び回線終端装置を除きます。） 

イ 第 34 条（線路等設備費の支払義務）第 1 項の規定にかかわらず、その契約者か

ら契約の申込みがあった契約者回線について提供を開始した場合は、線路等設備費

の支払いを要しません。 

  ただし、その契約者回線について契約の解除と同時に契約の申込みを行うことと

なる場合は、線路等設備費の支払いを要します。 

ウ 前イの規定にかかわらず、その契約者から契約の申込みがあった契約者回線につ

いて工事の着手後完了前に契約の解除があった場合は、第 34 条第 3 項の規定を適

用します。 

 

   

 2 線路等設備費の額 

                                                   

区  分 線路等設備費の額 

線路等設備費 別に算定する実費 
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第３表 附帯サービスに関する料金 
 

  第１ 手数料 

 

区 分 単 位 料金額 

ドメイン名登録 １のドメイン名ごとに 別に算定する実費 

ＩＰアドレス割当 １のＩＰアドレスごとに 別に算定する実費 

ＢＧＰ接続 １の接続ごとに 別に算定する実費 

持ち込みＩＰアドレス １のＣＩＤＲブロックごと

に 

別に算定する実費 

    （注）上記手数料のほか、ＪＰＮＩＣ等への手数料（実費）が必要な場合があります。 

 

  第２ 維持管理料 

                                    月 額 

区 分 単 位 料金額 

ドメイン名登録 １のドメイン名ごとに 別に定める料金額 

ＩＰアドレス割当 １のＩＰアドレスごとに 別に定める料金額 

ＢＧＰ接続 １の接続ごとに 別に定める料金額 

持ち込みＩＰアドレス １のＩＰアドレスごとに 別に定める料金額 

 

 

 
附 則 

 （実施期日） 

  この約款は、平成 13 年 2月 1 日から実施します。 

附 則 

 （実施期日） 

  この改正規定は、平成 13 年 9 月 14 日から実施します。 

附 則 

 （実施期日） 

  １ この改正規定は、平成 13 年 11 月 15 日から実施します。 

 （経過措置） 

 ２ この改正規定実施の際現に改正前の規定により提供している１．５Ｍｂ／ｓ用のもの及び１０ＢａｓｅＴ用のものについ

ては、この改正規定実施日にデュアルクラスの１．５Ｍｂ／ｓ用のもの及び１０ＢａｓｅＴ用のものに移行したものとみな

して取り扱います。 
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（料金等の支払いに関する経過措置） 

 ３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお

従前のとおりとします。 

  ４ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりと

します。 

附 則 

（実施期日） 

1 この改正規定は、平成 14 年 7月 1 日から実施します。 

（経過措置) 

２ この改正規定実施の際現に改正前の規定により提供している品目については、この改正規定実施日に固定型の品目に移行し

たものとみなして取り扱います。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則 

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成 14 年 9月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則 

 （実施期日） 

 この改正規定は、平成 14 年 10 月 8 日から実施します。 

附 則 

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成 15 年 4月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則 



 ７５

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成 16 年 2月 20 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際、現に、改正前の規定により提供しているＫＶＨインターネットについては、第１１条（契約期間）

の契約期間に係る規定は適用しません。 

 ただし、この改正規定実施日以降に、ＫＶＨインターネットの区分及び品目の変更又は契約者回線の移転等があった場合は、

第１１条（契約期間）の契約期間に係る規定を適用します。 

３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則（ＫＶＨ－Ｉ １） 

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成 16 年 4月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則（ＫＶＨ－Ｉ ２） 

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成 16 年 4月 2 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則（ＫＶＨ－Ｉ ３） 

 （実施期日） 

 この改正規定は、平成 17 年 1月 1 日から実施します。 

附 則（ＫＶＨ－Ｉ ４） 

 （実施期日） 

 １ この改正規定は、平成 17 年 5 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定により、改正前のＫＶＨインターネット契約約款は、広帯域インターネット接続サービス契約約款と名称を変

更します。 



 ７６

 ３ この改正規定実施の際現に、当社が改正前の規定により締結している「ＫＶＨインターネット契約」は、この改正規定実施

の日において、「広帯域インターネット接続契約」とみなして取り扱います。 

４ この改正規定実施の際、現に、改正前の規定により提供しているデュアルクラスの 1.5Mb/s の品目については、この改正規

定実施日に専用線接続・インターネット（デュアルクラス）の 1.5Mb/s の品目に移行したものとみなして取り扱います。 

５ この改正規定実施の際、現に、改正前の規定により提供しているデュアルクラスの 10BaseT 又は 100BaseTX の品目について

は、この改正規定実施日にＥｔｈｅｒ－ＭＡＮ接続・インターネット（デュアルクラス）の 10BaseT 又は 100BaseTX の品目

に移行したものとみなして取り扱います。 

６ この改正規定実施の際、現に、改正前の規定により提供しているシングルクラスの 10BaseT 又は 100BaseTX の品目について

は、この改正規定実施日にＥｔｈｅｒ－ＭＡＮ接続・インターネット（シングルクラス）の 10BaseT 又は 100BaseTX の品目

に移行したものとみなして取り扱います。 

７ 契約者は、この改正規定実施日以降に契約の申込みを行ったときは、第３４条（線路等設備費の支払義務）の線路等設備費

に係る規定を適用します。 

８ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

９ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則（ＫＶＨ－Ｉ ５） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成１８年７月１０ 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際、現に、改正前の規定により提供している「ＫＶＨ接続インターネット」及び「専用線接続・インタ

ーネット」に関する提供条件及びサービス品質に係る料金の適用については、なお従前のとおりとします。 

３ 「他社回線接続・インターネット接続サービス」及び「ＫＶＨ専用アクセス・インターネット」については平成１８年７月

１０ 日から提供します。 

４ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則（ＫＶＨ－Ｉ ６） 

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成 19 年 3月 19 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 



 ７７

附 則（ＫＶＨ－Ｉ ７） 

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成 19 年 6月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則（ＫＶＨ－Ｉ ８） 

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成 20 年 10 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則（ＫＶＨ－Ｉ ９） 

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成 21 年 2月 25 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

附 則（ＫＶＨ－Ｉ １０） 

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成 21 年 3月 21 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際、現に、改正前の規定により提供しているＥｔｈｅｒ－ＭＡＮ接続・インターネットについて当社が

その契約者に対し、別にＥｔｈｅｒ－ＭＡＮ ＥＸ接続・インターネット（アクセス専用型のものに限ります。以下この項

において同じとします。）への移行の通知を行い工事が完了した場合に限り、その工事の完了日をもってＥｔｈｅｒ－ＭＡ

Ｎ ＥＸ接続・インターネットに移行したものとみなして取り扱います。 

３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 



 ７８

附 則（ＫＶＨ－Ｉ １１） 

 （実施期日） 

1 この改正規定は、平成２２年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際、現に、改正前の規定により提供しているＫＶＨデータセンタ・インターネットは、データセンタ・

インターネット契約約款に定めるコロケーション向けインターネットに移行したものとみなして取り扱います。 

３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従

前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとし

ます。 

 

 


